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ここでの課題

1）赤井英夫著：木材需給

の動向と我が国林業，日

本林業澗在会，1980.5

2）岩水豊,今山林他著：

銘柄材づくりへの道，

全国林業改良普及協会，

1980.1

3）昭和53および54年度

林業の勤向に側する年次

慨告

国産材供給のシス

テム化をめぐって

*林蕊試験場経営部
経営第一科長

昭和36年前後以降48年にいたる，いわゆる高度経済成長期においては，木材価

格の相対的な上昇によってわが国の林業の展望は，当初，一時かなり明るいものと

思われたが，近代産業による鉄，アルミおよびプラスチックといった非木質系建材

の，低価格での大量供給と，さらに外材輸入の激増といった動向等により国産材市

場の低迷と狭院化があらわれ，なお，一方，一般産業との競合による林業労賃の高

騰と林業労働力の劣悪化および絶対量の減少といった生産条件の悪化により多難な

局面に見舞われた。その後，昭和48年の石油ショック以降あらわれた低経済成長

期のもとでもその多難さは決して消えてはいない。というよりも低経済成長のもと

で，これまでのところ多難さはいっそう，増大したともいえる。この点について，

木材需給の動|句のみとりあげて一言すれば，需要の低迷と外材供給シェアの増大と

が指摘できる。

こういった昨今の日本林業の厳しい諸条件のもとで日本林業の進路，本稿なりに

いささかジャーナリステックに別言すれば国産材の生きる道が真剣に，そして具体

的に模索され，提言されてきている。これらの提言において1つの注目される特徴

は，地方の時代という－．般的風潮の影響を受けてか，地域ぐるみに視座をおいての

提言がみられるということである。たとえば国産材供給システムの確立')，主産地

の形成，銘柄材づくりへの道3)，国産材の生産・加工・流通の総合的合理化3)等々

が列挙できる。

ところでこれらの主張は一体いかなる内容をもっているのか，全く別個の概念な

のか，そしてそれらの提言する方策はいったい日本林業の発展ないし，国産材のた

くましい生存に対していかなる役割を果たすことができるというのであろうか。本

稿での課題はこれらの設問に対して率直な私見を述べることであるが，私見開陳の

便法として，最近読んでその諭旨の明快さと説得力の大きいことで強い感銘を受け

た赤井英夫氏の『木材需給の動向と我が国林業』において同氏の主張される，「国産

材供給システムの確立｣を紹介し，コメントを加えることから出発したいと思う｡

ここでは同氏の著作全体を取りあげるのではなく，ある程度の片寄りがあらわれ

るかもしれないが，あくまで本稿の課題に視点をおいた形で以下紹介し，コメント

を加える。

同氏は，わが国の木材需要の中心を占める，しかもスギ，ヒノキおよびマツ等の



構造・造作用材を生産の主体とする日本林業にとって決定的に重要な需要先であ

る，製材需要の将来展望について，需要増加に働く要因と逆に減少に働く要因の2

つが考えられるが，しかしこれらの諸要因のうち将来の住宅建築戸数が現在の150

万戸よりも低い水準に落ち込むと考えられること，および地価の高騰などから木造

率が低下する可能性の強いことの2つの要因の影緋が大きく，結局，総合的にみる

と，将来の製材需要は短期的にはともかく，傾|句としてはあまりその増加を期待で

きないとみるのが穏当であろうと述べている。

なお，これに関連して注目しておくべき指摘は同氏の良質材需要に対する予測に

ついてである。

これについて結論より端的にいえば，良質材の需要は，将来，あまり大きな増加

は期待できないというのである。

その主なる理由は建築構造の変化にあるといわれる｡すなわち,節のない目のつま

った良質の製材品は，和室その他和風建築の化粧材として使用されるが，近年大都

市を中心に建築の洋風化がすすみ，将来この傾向はますます増大するものと考えら

れる。洋風化がすすめば，それにともなって建築は大壁部分が増大し，化粧材とし

ての製材需要は減少することになる。したがって経済の発展・国民所得の増大にと

もなって，一般的には良質な商品の需要が増大するとしても，製材品については，

役物の化粧材の需要はあまり大きく増加するとは考えられないというのである。

以上の木材需要の展望に対応する木材供給の予測についてはどうか。

国産材供給については針広に分けられて述べられている。まず，針葉樹について

は戦後の植林木が伐期に達する20～30年後の将来においてその潜在供給能力はき

わめて増大すると思われるが，広葉樹材については逆に減少していくものと予想さ

れる。

なお，外材供給について，まず南洋材についていえば産地国の資源状況および政

治情勢等を勘案するとき，将来，減少の方向をたどるものと推定されるが，米材と

ソ連材については結論的に，その供給数鎧は長期的には減少傾向を指向するとして

も，それをあまり大きく見込んではならないというのである。

上述のごとき将来における需給展望のもとで，同氏は，針葉樹材の生産を主体と

する日本林業はその販売面において，外材との厳しい競合に逢着し，その結果，戦

後の植林木は，製材原木としての販路を見いだすことが容易でない状況を迎えるで

あろうと推断されている。

こういった同氏の見解は昭和53年度『林業白脅』4)によって示めされている展望

ときわめて対嫉的である。

すなわち，同白書はこの点に関して「石油危機後の世界の資源事情は，一般に需

給緩和というべき状態が続いてきたが，短期的，局地的には常に変動要因をはらん

でおり，木材についてもその例外ではない。しかも，このような木材需給の緩和状

態は，今後徐々にではあるが収束の方向に向かうと見られ，さらにより長期的視点

に立てば，人口の増加，開発途上地域における用材の域内消費の伸び等から需要が

増加する一方，供給面では資源的制約と産出国の交易政策が絡んでネックが表面化

するだろうとの見方が強まって‘いる。………そして世界の木材需給がかなり窮屈に

3

4）昭和53年度林業の動

向に関する年次報告，21

～22頁
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5）この点に関してのわた

くしの著作としては次の

ごとき論文がある。

①日本林業の隷属的展

開：地球社，昭和49年

②世界の森林資源問題

をさぐる：全国林業改

良普及協会，昭和49年

③北アメリカ林業の展

望：林業経済研究所，

昭和52年

なる時期は，おおよそ20世紀末以降と見込まれている。一方，わが国の森林資源

は21世紀初頭において本格的に生産力化する時期を迎えることになる。かくて日

本林業は，やがて訪れる本格的な国産材の時代へと繋ぐため，それまでの間，正常

な林業生産活動を継続して適切な森林の施業と管理を維持し，森林資源の計画的な

保続培養に努めることが大切となっている」というのである。このように白書にお

いてはこれまで，あるいはここ当分展望される日本林業の苦難は，きたるべき国産

材の時代までの受難の期間であるといわれているようにも思われる。

いったい，いずれの展望が正しいというのか。数十年先，しかも政治および経済

の両面において不安定さをいっそう増している昨今においては正直いってわからな

いというのが最も妥当であろうが，少なくともこれまでの動向についての客観的分

析に立って展望するとき，詳細な点については異論があるとしても（たとえば外

材，とりわけ米材についての見解等)，わたくしはどちらかといえば赤井氏の見解

に左祖したい6)。

いずれにしても当面，日本林業は多難な諸条件に見舞われるという認識について

は両者とも共通しているということはできる。

いささか本題から離れたので，ここで主題に戻るが，赤井氏は上述のごとき厳し

い日本林業の需給展望のもとで，それに対応するための具体的な進路として12の

項目について見解を述べているが，この中で最初の5項目において（たぶん，同氏

が相対的に重視していると思われる)，販売を重視した，それぞれの地域に適合し

た国産材，それも今後，量産される並材に重点をおいた供給システムの確立を図る

ことを強く提案している。なお，ここでいう供給システムとは，効率的な供給を意

図として国産材の供給を担っている経済主体（森林所有者，森林組合，製材業者等

としている。したがって同氏は断定してはいないが，プロセスとしては森林所有者

から製材業者までをふくんでいるように思われる）全体を相互に関連づけた供給体

制と考えられる。

こういった同氏の提案において，販売重視の発想転換の主張には，同氏の需給展

望に大枠として|司意見のわたくしにとってもとより異論はない。また，それぞれの

地域的特性を強くもつ林業経済の特徴を考えるとき，地域重視の主張にも異論はな

い。

問題は，「並材に重点をおいた供給システム確立」の提案についてである。

一般産業における販売重視の動向は，1960年代以降，きわめて強烈になってき

ているが，その特徴的な戦略の動向は，1つには，スーパーマーケットを中心とし

たノーブランド，低価格品の販売と，2つには，多様化をもってのブランド商品の

販売であったといえる。そして全般的にみて，その主流は後者であったと考えられ

る。

赤井氏のいわれる，並材重視の供給システムの提案は，いわば前者の販売戦略に
＝

近い，というよりも，同氏の論調からして，少なくともブランド品の販売といった

後者の戦略でないことは明らかであるといえる。

同氏の並材重視の主張は，推測するに，今後，良質材需要はそれほど増加しない

のに，国産材供給は並材を中心に激増するといった同氏の将来展望に立脚されてい



るように思われ，それ自体，全面的に否定できない内容をもってはいるが，わたく

しは率直にいって全面的に肯定はできない。やはり相対的により重要な販売戦略の

方向は，一般産業におけると同じく後者であると考える。

こういった同氏に対するわたくしの見解の相違のあらわれてきている理由は，基

本的には，赤井氏が，木材をきわめて特殊な，そして固定的な役物である特定の良

質材と，そして一方ノーブランドの並材とに大きく2区分していることに求めるこ

とができるように思われる。

一般に現在，販売されている商品は，実は，並のもの，チェンバリンの概念‘》に

従っていえば，商品分化(differentiation)の特性の稀薄なものからきわめて強

い，いわゆるブランドものまで連続的に存在しているのである。そして利潤追求を

意図する企業は，これもチェンバリンに従えば，①生産物生産の技術的変化，②新

しい意匠，③前よりすぐれた原材料の使用，④前よりもいっそう迅速丁寧なサー

ビス，⑤経営方法の差，⑥場所の相違，⑦コマーシャル宣伝（これは著者の追

加）等の諸分野にわたる努力によって，できるだけ特化された商品を生産するよう

につとめているのである。特化された商品（ロビンソン7)風にいえば広がりとして

不完全市場性をもった商品ともいえる）を作ることによって，企業はその企業にと

って安定的にして，かつまた有利な販売を行なうことが可能なのである。これにつ

いてトムセン8)は端的に次のごとくいう。すなわち，「特定企業の生産する商品市場

が全く完全市場の性格をもっている場合（くどいようだがチェンバリン流にいえば

商品として分化の性格を全くもっていない場合一著者注）には，ほかの人たちに

対していっそう有利に流通を計画するような制序流通(ordenerlymarketmg)の

場はない。完全競争市場から条件が離脱するにつれて（商品分化の性格が強くなる

につれて）制序流通の努力の効果が大きくなる」と。なおここでいう制序流通と

は,ll寺間，場所，用途ならびに消費者分類の観点から市場に入る商品の流れを左右

することにより，現存する潜在需要のもとでできるだけ収益を極大にする計画，実

行ならびに流通政策を意味している。

こういった一般的な商品ならびに商品販売の理解に立つとき，赤井氏が考えてい

るごとく，きわめて特殊な，役物としての良質材と，一方，並材とに2分して，前

者はあくまで特殊であるからこの良質材の生産と販売に重点を置かず並材の販売に

努力を傾注するといった考え方がいかに奇妙であるかが理解されると思われる。

基本的な販売戦略の方向としては，くどいようだが，その最終目標は，商品分化

のきわめて強い商品（市場としては独占市場）の創造と確立にあるし，しかし現実

的にはその稀薄度に応じて連続的にきわめて薄いものまで（理論的には全くないと

いうものも考えられるが，現実的には，きわめて薄いものが存在しているように思

われる）存在しているのである。

この事態と考え方は林業においてもなんら変わるものではないと思われる。

そしてわたくしなりにいえば，赤井氏のいわれる並材を円滑に，そして安定的に

販売していくことを目的とした，そして実際にそれが実現できる供給のシステム化

とは，同氏がいわれるようにただ単に効率的供給にとどまるのでなく，生産材の分

化への指向とその実現への努力，および分化の度合に応じての，トムセンのいう制

5

6)Chamberlin,E

TheoryofMonopolis･

ticCompetition,1933

7)Robinson,J.:Eco-

nomicsoflmperfect

Competition,1933本書

についての日本語訳が公

刊されている。

8)F.L.Thomsen:Ag･

riculturalMarketing,

NewYork,1951



6

むすび

了L,魂

β

序流通が具体的に確立されるものではなくてはならない（赤井氏のような並材の販

売方法では，すくいがたい並材価格の低落すら生ずる危険性もある)。

ということになれば，それはもはや，内容的には供給システム化というよりも，

商品サイドに視点をおいていえば，銘柄材づくりの道，あるいは地域的広がりに視

点をおけば主産地の形成としてとらえるほうが，より適切であるように思われる。

なお，上述のごとき内容として理解した場合，供給システム化よりも，銘柄材な

いし主産地の形成のほうが，より適切であるという別の理由がある。

それは，実は良質材ないし銘柄材（厳密には両者の概念は相違していることは上

述の説明で明らかであろう。すなわち前者は質的によい材であり，後者は商品分化

の存在一一般にかなり顕著に－している材である。もちろん両者は一致してい

る場合が多い）というのは，決して歴史的に固定しているものではないということ

に求められる。たとえば北山林業の例をとっても戦前は台杉仕立による小径級のタ

ルキや床柱生産が中心であったが，戦後は，大部分一代限り仕立による磨丸太，人

造絞丸太，タルキ等の化粧丸太生産に変わってきているし，また吉野林業において

も江戸時代中期には酒造用樽丸生産，その後明治・大正期に至るまで樽丸用材生

産，その後，良質建築用材の生産と変遷してきている。この場合，いち早く，消費

者の動向をとらえながらその消費動向を端的に生産サイドに反映させていく，いわ

ゆるコンバーター機能の作動は銘柄材化ないし主産地形成化をより強く，そして，

より円滑に推進させるために必要な条件の1つであるが，この場合には森林所有者

から製材業者までを包摂していると考えられる供給システムでは不十分で，さらに

消費者までに及ぶ流通過程全部を包括した広がりをもっていることが必要であるよ

うに思われるcこの意味で，実質的にも，より広い広がりと，多数の担い手の参加

する全体的なシステム化をねらう主産地ないし銘柄材形成のほうがいっそう妥当の

ように考える。

厳しい条件下において国産材の生きる道としては，私見によれば少なくともその

有力な方向として，主産地形成ないし銘柄材づくりの道（これは上述のごとくとら

える視座の相違だけで実体としては同じであると考える）があると考える。

そしてこの方向は決して目新しいものではなく，いわゆる先進林業地を頂点にし

て，かつ段階的に連続性をもち，そして歴史的にフレキシブルに存在してきている

ものなのである。決して赤井氏の良質材の論旨にみられるごとく特殊的，限定的，

かつ固定的なものなのではない。

ともあれ，私見を開陳するに当たって赤井氏の論文を一つの糸口として利用させ

ていただいたが，そのためいささか偏った印象を読者に与えることになったとすれ

ばこれは大きな誤解であり，わたくしの同氏の著作に対する全体的な評価は高く，

この際，一読をおすすめして陳謝に替えたいと思う。

＜完＞

F41
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稿等によって行なわれており，筆者もまた，これ

まで幾度か試みたことがある。おなじことを繰り

返すのは不本意でもあるから，以下ではマクロな

体系だった分析は省き，この事業で主役を演じた

森林組合および協業との関連で，これまでの林構

を見直してみたい。編集者からの要請を勝手に改

ざんしたことをお詫びする次第である。

はじめに

宜言法的な性格をもつ林業基本法が，いわば唯

一の具体的施策として特別に用意した林業構造改

善事業は，文字どおり現代林政の花形的存在とし

て脚光を浴びている。昭和39年度からの「1次

林構」は49年度にすべての事業が完了し，47年

度に始まった「2次林構」も54年度に事業実施

地域の指定を終え，58年度をもって全事業が終

了するはこびとなっている。この事業の実施地域

は，1次が986（ほかに追加事業230)，2次が970

(追加事業158）の多きをかぞえ，この事業に投

じられた補助覗業賀の総わくは，1次が770億円，

2次が2,277億円の巨額に達し，事業種目も著し

く多彩にわたる。これらの点において，林構事業

は従来の林業諸施策のレベルから大きく飛躍して

いると評価されてよい。当然，関係者の対応も積

極的で，今日の民間林業や林政の動向は，林構事

業を抜いては論じられないといっても過言ではあ

るまい。

一方，55年度から新たに「新林構」が発足し，

その先駆的事業として54年度から新林構の「実

験事業」が若手されている。新林描については別

に論じられるので割愛するが，一連の林業構造政

策の展開のなかで現時点は1つの転機をなしてい

るといえよう。

本稿は，このような状況を背景に，既往の林構

蕊業の成果と問題点を総括し，今後の新たな展開

に役立てることをねらったものである。しかし，

このことに関する一般的な総括はすでに多くの論

日本林業の縮小停滞下での林構事業

まず，1次。2次林構はいかなる成果をあげえ

たか。この問いに定量的な回答を与えることは極

めてむずかしい。もともと，林構事業の目標は林

韮法が掲げた政策目標，すなわち林業総生産の増

大，林業の生産性の|則上，林業従事者の所得の向

上の3つの課題を達成するために，「小規模林業

経営の規模の拡大その他林業経営の基盤の整備及

び拡充，近代的な林業諸施設の導入等林業構造の

改善に関し必要な事業が総合的に行われるように

指導及び助成を行う」（法，第15条）事業と定義

づけられている。したがって，この事業の成果の

判定は直接的には上に列挙された諸項目がどの程

度実現されたかによってなされるべきであるが，

これらは結局のところ単なる手段であって，それ

自体は窮極的な目標ではない。仮に，規模拡大，

基盤の躯備拡充，近代的施設の導入等が行なわれ

たとしても，それだけで満足すべきでないのであ

る。加えて，これらの政策手段の成果は即時的に

あらわれるとは限らず，むしろ，事柄の性格上，

長期的に徐々に発椰される場合が少なくない。と

すれば，現在の状況だけで短絡的に成果を云々す
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るのは早計にすぎるというべきであろう。

しかし，だれの目にも明らかなように，昭和30

年代後期以降，わが国林業は総じて縮小停滞の一

途をたどっている。皮肉にも，林構事業の実施過

程において林業総生産は下落し，生産力は低迷

し，所得は減退しているのである。このことだけ

からみれば，林機事業はいかにも無力だったとい

わざるをえない。しかし，見方をかえて，もし林

構事業という施策のてこ入れがなかりせば，日本

林業は今いかなる状態に陥っていたかを想像する

とき，まさに恢然たるをおぼえるのである。少な

くとも今日，不振にあえぐ日本林業の中で，それ

なりの活力をもって活動しているところでは例外

なく林椛事業が果たした役割の大きさが強調され

ている。というより，林椛事業に支えられて今日

の活動が保たれているというべきかもしれない。

このようにみてくれば，日本林業総体の基調が縮

小停滞傾向をたどっているにもかかわらず，林構

事業の成果は決して軽く評価されるべきではない

と考える。

ここで，昭和52年度に林政総合調査研究所が

林構事業を実施した全国の森林組合全数を対象に

行なったアンケート調査の結果を紹介しよう。ま

ず，「総合的にみて林構は成果と失敗面とでどち

らが大きいか」という設問に対して，「成果が大

きい」は73％，「失敗面が大きい」は3％,「どち

らともいえない」は21％，無回答は3％であり，

｢いかなる点で成果があったか」については,1位

に「資本装附の充実｣,2位に「林道網の整備｣,3

陣に「組合員との協力関係の強化｣,4位に「流通
8J

体制の整伽」をあげている。なお，少数ながら失

敗面の理由としては，「卵業蹴が組合の規模と地

域の現状にそぐわない｣，「不必要な機械の導入で

経営を圧迫｣，「資金，利息難｣，「意欲の欠如」な

どが目につく。ともあれ，以上の回答から判断す

る限り,アンケート設計上に難点があるにせよ,林

構事業はその最も主要な担い手であり，この事業

の育成対象でもあった森林組合当事者にとって，

かなり高く評価されていると結論づけられる。

さらに，このアンケートにおいて「林織事業導

表･1林構事業導入後における森林組合事業量の変化

活発化した

導入後一時的に活発化したが
長続きせず隙瀞に転じた

事業は行なっているが，
導入前とあまり変わらない

事業量は減少した

以前から事業を行なっていない

’

林産事業|造林事業
578"7,.3%

23．07，4

11．512．3

3．98．4

3．70．5

林政総研：「林業の柵造改蒋を推進する上での問題点と今後

の施策のあり方」研究会溢料一アンケート築計表
より作成

入後における森組活動の変化」を調査したとこ

ろ，林産と造林（新植と保育）に関する結果は

表｡1のとおりであった。すなわち，「活発化した」

組合は両部門とも過半を占めるものの，一・||寺的な

盛り上がりで終わった「一発型」や，ほとんど影

響をうけなかった「停滞型」も少なくない。ちな

みに，林産事業が活発化しなかった要因は，「伐期

に達した森林がない」が44％，「森組の組織が弱

体」が41％，「業者が強く森組が参入する余地が

ない」が18％となっている。また，造林事業が活

発化した組合の54％は国・公有林，公団，公社を

相手方とするものであり，活発化しなかった要因

として，「地域全体が低調｣，「自家労力で行なう｣，

｢森組が弱体」などがあげられている。

このような状況は，それぞれの地域の林業構造

の類型的な差を反映しており，これを－．括して論

ずることは正しくない。しかし，全国約2,200の

森組の4割強は林構を実施しており，これらの森

組の事業実績は残念ながら期待されたほどの伸び

をみせていないとはいえ(55年3月に出された行

政管理庁の「勧告」によれば，計面策定時と実縦

との対比において森組が行なう素材生産と新植の

協業瞳および協業率がともに噛加したのは3割

強，ともに減少したのが約3割，協業盆が城少し

ながら協業率が増加したのが約3割と指摘されて

いる),わが国林業の発展を図るうえで担うべき森

林組合の役割を明確に位置づけた点で画期的であ

ったと評価できる。やや極言すれば，1次。2次

林構があったれぱこそ，曲がりなりにも今日の森

組活動が維持され，それが日本林業の主要な狐い



手として期待されているともいえよう。

協業の推進と森林組合

林構事業が掲げている最も重要な政策課題の，

つに協業の推進がある。このことは，この事業に

関する林基法の条文や次官通達などに明定されて

いるばかりでなく，沿革的にも37年度に始まる

「林業協業促進対策」を直接的に継承する形をと

って林構事業が椛想されたことからも容易に察知

されよう。

ちなみに’林幟の先駆的事業として36年度に

発足した農業構造改善事業における推進目標は自

立経営農家の育成であったのに対して，林構では

生産の超長期性，間断性，零細性など林業特有の

事情を背景に規検の拡大と森組による協業の推進

が重視された点が注目される。なかでも，前者は

保有山林面積の拡大のみで達成されるわけでな

く，しかも，そのこと自体，円滑な進展は望み難

いとの判断から，後者の協業の推進により強いア

クセントがつけられたとみることができる。

そこで，協業について若干の検討を加えておこ

う。まず，その概念ないし内容が徐々に変化して

いることに気付く。すなわち，林業構造政策との

関連で初めて協業問題をとり上げた35年の基本

問題調査会答巾においては,5～20ha層の家族経

営的林業の創出を提唱しつつ，「新しい技術の導

入を促進し，生産性と収益性を高めるために協業

組織または協業経営を必要とする」とし，「家族経

営的林業の小機能集団」をもって協業の主要形態

と定義づけていた。しかし,37年度の「林業協業

促進対策」では』「森林組合を対象として，恒常

的労務をともなう林業生産の機械化による林業経

営の協業化」が主眼となり，森林組合事業それ自

体が協業の実体であるとみなされた。これに対し

て1次林椛になると，施設森組，生産森組，森林

所有者の協業体，林業者の協業体の4者の事業活

動がともに協業としてとらえられ，その概念が拡

大された。さらに2次林構においては，「地域的

なまとまりのある集団協業の推進」が加えられ，

実質的には従来からの属人的な協業よりも属地的

9

な協業に力が入れられることになった。

このような変化には，当然ながらそれなりの客

観的背景があり，それに対応して具体的な施策内

容も変化している。ここでは，この点について詳

述する紙幅はないが，たとえば，1次林構と2次

林職を対比しても，前者の中心的な事業種目であ

った生産基盤の整備（林道の開設）が後者では協

業の推進という種目に包括され，また，新たに高

度集約団地協業経営促進事業が2次林構の目玉と

して磯場したことなどにも反映している。つま

り，協業の推進を軸に林構事業は組み立てられ，

この観点が強化されてきているのである。

それでは，林業協業の進捗状況はどうか。総体

的には，民間林業に占める森組事業のシェアはな

お低率であるとはいえ(52年度,新植で43％，丸

太生産で9％)，着実に増加していることは確か

であり，この点に着目すれば協業化は進展してい

るといえる。しかし反面では，さきに紹介した

「行政監察結果に基づく勧告」が指摘しているよ

うな状況が存在することもおおえない。そのいず

れをとるかは，地域により，立場によって異なる

のは避けられないとしても，林業における協業問

題の難しさは，単に，わが国林業をとりまく情勢

のきびしさとか，計画時における稚拙さや実効性

確保対策の欠如といった一般的理由のほかに，よ

り本質的な問題に根ざすことを見落してはならな

いと思う。

すなわち，個々の林業事業体（主として林家）

をして協業に参加させるには，それ相応のメリッ

トがなくてはならない力式，林構事業を通じてその

条件がどれほど実現されたかを間うてみるとき，

消極的ないし否定的な回答を用意せざるをえない

のである。本来，協業化は事業規模を拡大し，そ

れに伴って機械化などの技術革新をもたらし，生

産力の向上，所得の増大を可能とする。ここに協

業化成立の基盤が求められる。だが，育林部門に

おいては技術的な特質に制約されて，このような

論理は貫徹せず，林産部門においても素材業者に

対抗しうるほどの実力が形成されておらず，せい

ぜい，特用林産，小径木加工等において協業化の
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メリットが発揮されたにすぎないのである。我々

のアンケート調査の結果でも，競業化の手段であ

る資本装備の高度化や林道開設の役割を大きく評

価しつつも，その利用状況は概して低調であると

答えているのは，セット・メニュー方式，機種の

選択，修理などをめぐる問題のほかに，協業化に

かりたてる内的必然性の未熟さを裏書きしている

ものとみなされる。換言すれば，このような未熟

さないし限界性をいかにして克服し，協業化のメ

リッ|､をいかに実現するかが新林構の重要な課題

になるといえよう。

もう1点指摘すれば，協業化の担い手としての

森林組合の体制ないし能力の問遥がある。森組は

林構事業の客体であるとともに主体でもあるとこ

ろから，この議論は一見循環論に陥りがちである

が，現状にみる森林組合の弱体さが協業の推進を

はじめとする林構事業の円滑な展開を阻んでいる

ことは否定できない。この場合，とくに肝要なの

は森林組合の活動を規定する人的側面であること

は既往事業の優良事例を思い起こせば，直ちに明

白であろう。

従来，林構事業に限らず，わが国林政全般がこ

の面で欠けるところがあったという反省は今日一

般化している。新林構においてはこの点への配慮

が十分になされているわけであるが，要するに林

構事業の成否を決定づけるのは，森林組合当事者

の内発的な対応いかんをおいてはないことを強調

しておきたい。あえて付言すれば，森林組合役職

員が主導的役割を果たしつつ，市町村，林研グル

ープ，木材業界等との協調のもとで，組合員の協

業活動として林構事業に取り組むところに新たな

発展の原動力を期待したいのである。

（もりいわお・林政総合調査研究所理事，澗蕊研究部長）
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新森林航測 新版

山林の評価
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各種業務に不可欠なも

のとなってきた航測技

術。その理論と応用を豊

富な事例，写真・図葉等

をまじえて懇切に解説す

る－林業技術者のため

の最高の入門書／

近年ますます複雑多岐な様相をおびてきた山林の評

価。一方，山林をいかに合理的に評価すべきかが大き

な課題となってきた。本書は旧版「山林の評価一理

論と応用」を大幅に改訂・増補し，新たに森林の公益

的機能評価についても詳述し，内容・分堂ともに面目

を一新。山林の評価についての理論面・実際面におけ

る最高の参考書。
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新たな林業構造改善促進対策

’’ h
△~

進対策発足の背景となったわが国林業をめぐる諸

情勢および新たな林業椛造改善促進対策の骨子に

ついて述べてみたい。

はじめに

昭和55年度から，新林業椛造改善事業が発足

した。林業椛造改善事業は，周知のとおり，昭和

39年に林業埜本法に継づく施策として発足して

以来，第1次の事業実施を経て，昭和47年度以

降第2次林業椛造改灘事業として実施されてきた

が，その第2次林業構造改善事業も54年度で地

域指定を終了している。

このため，林業団体はもとより，林業が重要な

地位を占める山村地域の市町村や都道府県などの

関係各方面から，新たな林業樵造改善対策の発足

に対する強い要請が寄せられてきていたところで

あり，これらの要請に応えるとともに，現下の森

林・林業をめぐる厳しい諸情勢に対処するため，

林野庁においては，昭和53年および54年度の2

カ年にわたり，学識経験者，森林組合および市町

村の代表者等から成る「新林業構造改善促進対策

懇談会」を中心として，新たな林業構造改善促進

対策のあり方について調査検討を行なってきたと

ころである。

この結果，54年8月28日に新林業構造改善促

進対策懇談会の報告書「新たな林業構造改善促進

対策について－地域林業と山村社会の活性化の

ために－」がまとめられた。

林野庁においては，この報告書の趣旨に沿って

新たな林業機造改善事業を55年度から発足させ

るため，財･政当局に予算要求を行ない，厳しい財

政状況のなか，先の国会で予算成立を見たところ

である。以下においては，新たな林業構造改善促

1．わが国林業をめぐる諸情勢

わが国経済が高度成長を続ける過程で木材需要

は急激に増大してきたが，資源的制約もあって国

内供給力が十分でなく，その結果外材輸入が年々

増加してきた。その後，わが国経済の基調は安定

成長へと変化を遂げ，これに伴い木材需要も停滞

的に推移しているが，外材輸入は依然として木材

供給の大半を占めている状態にある。昭和35年

に木材（用材）自給率が87％であったものが,昭

和44年には50影を割り，さらに昭和52年には

34％となっている。このため，木材の価格水準

は，一部高品質材を別とすれば国産材の需給動向

や経営コストとは無関係に外材の輸入価格によっ

て規制される状況となっており，戦後の一般物価

の上昇率をはるかに上回る形で推移してきた国産

原木価格は，昭和44年以降，47年および48年を

除いて，一般物価の上昇率を下回る形で推移する

など低迷を続けている。一方，安定成長下におい

てそのテンポは減少したとはいえ，年々の賃金水

準の上昇等もあって林業事業体の経営コス|､は増

大しており，その上昇率は，立木および素材価絡

の上昇率を超えている状況にある。

これらにより，林業の収益性は低下し，積極的

な林業経営への意欲をそぐことになり，伐採から

造林・保育管理に至る林業生産活動は停滞の度を

深めている。
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(単位:1'a,¥m3)表･1林業生産および林産活動の状況

区年林業生産活動(民有林）｜紫材生

憾,脇,職",駕分度伐採面職
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62．
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５
０
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０
１
２
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＃
100．0

161．4

153．5

151．2

146．3

3】4.

816.

835.

895.

886.
2'･'|

賓料；1．伐採面積，造林面職，素材生産量は林業統計要覧による

2．素材生産業者数は昭35年度が「1960年世界農林業センサス林業地域澗査｣，

昭42年庇が農林水産省「素材生産業者調査｣，

昭45年度が「1970年世界農林業センサス林業地域調査｣，

昭46,53年度が農林水産省「林業動態調恋結果報告劃による

3．製材用素材入荷量，製材工場数は木材需給報告書による

さらに,以上のようなことが,国産材の流通・加国内林業を特徴付ける状況である（表・1)。

工部門の機能の弱体化を招き，これがさらに林業また，林業生産活動の場である山村地域社会は

生産活動を停滞せしめるという悪循環に陥ってい基幹産業としての林業の停滞，生活環境基盤の盤

る。民有林の林業生産活動が活発だった昭和35備の立ち遅れなどにより，若年者を主体とする人

年に518千haあった伐採面積が昭和52年には233口流出の波をまともに受け，著しく高齢化が進行

千haと半分以下に落ち込んだのをはじめとして，するなど衰退化しつつある。こうした山村地域社

造林面積もこの期間内に316zfhaから156千ha 会の衰退が，山村の生活と一体として営まれる林

に，また，素材生産量も37,438zfmsから21,855業生産活動の停滞をもたらすと同時に，長期的に

千Xn3にとそれぞれ半減している。一方，林産部は山村社会の崩壊の危機をもたらして林業の成立

門についてみると，昭和35年には国産材の製材基盤そのものをもおびやかしている。

量が33,817千In31外材のそれはわずか3,761千さらに，昭和35年に44万人いた専業的林業従

1n3であったものが，昭和52年には国産材の製材事者が昭和50年には20万人に減少し，しかも50

量は6割の20,526千In3に落ち込んだのに対し歳以上の者の比率がこの間に23%から37%に上

て，外材の製材量はこの間に約9倍の伸びを示し昇するなど，林業労働力は量的にも質的にも弱体

て33,345zFm3と国産材と外材の比率は完全に逆化している状況にある。

転している。このような国産材の低落現象は，製以上のように今日の林業情勢は極めて厳しい

材工場の数の推移にも表われている。が，このような情勢が今後もそのまま推移すると

このように，国内林業生産活動の停滞が国産材したならば，木材等林産物の安定的供給や国土保

の流通，加工部門の機能の弱体化を招き，これが 全，水資源の涌菱，自然環境の維持形成等森林・

さらに林業生産活動を停滞せしめるという悪循環林業の果たすべき役割の十全な発揮が望み得なく

をもたらして，林業・林産活動の全般にわたる縮なる恐れがある。

小再生産過程が生み出されていることが，今日の一方，今後の外材輸入についてみると，産地国
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における資源的な制約，自国内の木材関連産業の

育成政策，木材を石汕と同様に戦略物資として意

識する方向等から安価でかつ安定的な木材輸入は

ますます，困難となっていくものと思われる。

2．新たな対策の展開方向

新たな林業構造改善促進対策はこれまでの林業

構造改善事業実施の経験を生かしつつ，わが国経

済基調の変化や，森林・林業の情勢，さらには森

林・林業に対する国民的要請を十分踏まえて構想

されることが必要であるが，その基本的展開方向

は次のとおりである。

（1）対策の目標

新林業構造改善事業は，現下の林業生産活動の

停滞および国産材の流通・加工部門の弱体化とい

う現状に対処するとともに，来たるべき国産材の

本格的供給時代の到来に備えて，生産から流通・

加工に至る総合的な国産材供給体制を確立するこ

とにより林業生産活動の活発化を図るとともに，

山村地域の衰退化傾向に歯止めをかけて魅力ある

健全な地域社会の形成に資することを基本的な目

標としている。1．で述べた国内林業生産活動の停

滞振りを打破しわが国林業の振興を図るために

は，生産，流通，加工といった林業の総過程につ

いての総合的，有機的な対策を行ない，地域の特

性にみあった産地形成を目指して国産材の効率的

供給システムの確立を図ることによって，林業生

産活動の活発化と地域林業の振興を図ることが必

要である。

また一方，林業者の生産活動と生活が一体とし

て展開される場である山村地域社会についても

1.で述べたとおりの状況であり，林業の成立基盤

そのものが揺らいでいるといえよう。このような

状況の~ドで前述の目標を有効に達成していくため

にはまず山村地域の定住条件を整備して林業の担

い手を確保することが不可欠の前提と考えられ

る。

（2）対策の手法

次に(1)の目標を達成するための手法についてで

あるが，これまでの林業椛造改善の手法をふり返
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ってみると，1次構においては，林地の流動化を

通しての経営規模の拡大に中心がおかれていた

が，2次構においては，これと並んで生産過程の

協業化という，いわば個別の森林の所有権を超え

た形で属地的に一定のまとまりのある森林を森林

組合等による林業生産活動の対象とすることによ

り経営規模の拡大を図る手法がとられてきたとい

えよう。これに対して新林業榊造改善事業におい

ては，協業の概念を生産過程にのみではなく流

通・加工過程にまで広げ「地域林業の組織化」と

いう手法を採用することによって個別の森林所有

を超えて地域として一体的かつ計而的な森林施業

を目指すとともに，生産と流通・加工の各部間が

それぞれの機能を相互に有職的|淵速のもとに-|･･分

に発揮することにより地域の林業生産力を総合的

に向上させていくこととしている。

このような地域林業の組織化は，特に今後資源

的に成熟期を迎える戦後の拡大造林地州;を中心に

進めていく必要があり，小規棋・分散的な森林所

有構造の下でこれを達成していくためには，市町

村，森林組合等が中心となって，団地共同施業計

画の樹立，森林組合への施業委託，素材の共同取

引の促進等の各種の手段を活用して，地域として

一体的かつ計画的な林業活動が可能となるよう森

林所有者，流通・加工業者の組織化の推進を図る

ことが必要であると考えられる。

3．対策の全体構想および仕組み

このような基本的な考え方をうけて，新林業構

造改善事業は55年度からおおむね10年間（地域

指定は55～62年度の8年間）で，総事業費6,500

億円，補助率2分の1以内で実施する椛想であ

り，事業の仕組みは，地域の特性に応じた弾力的

な事業実施ができるよう，山村林業椛造改善事

業，地区林業椛造改善事業，広域林業椛造改蕃事

業および林業構造改善特別対策事業の4つの事業

として実施しようとするものである。

山村林業構造改善事業は林業が重要な地位を占

める市町村の区域を対象として，地域林業の組織

化の促進，林業雄産基盤および林業経営近代化施
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区分’

山村林業撒造
改善事業

地区林業撒造
改善蕊業

広域林業雛造
改善事業

林業購造改善
特別対策事業

表･2全体概想

地域数

一一通罰

9001
3301

80

5“

蝋難
6

2

3

千万円
4

総事業賀磯溌胤
~壼雨臘円｜‘年5,400

660

240

3

2

単年度

業織造改善事業においては流通・加工に関する事

業内容を新設・拡充したことから，事業主体に林

業者等の組織する団体も加え，地域林業の生産か

ら流通。加工まで一貫した組織化が図られやすい

よう配慮している（表・2)。

2”
4．昭和55年度の予算内容

|1,810 16,sool-計

表･3昭和55年度の予算等

区分

耀蕊椛造
地区林業構造
改藩事業

広域林業椛造
改善事業

林業識造改善
特別対策蔀業

|指定地域釧珊警欝
11055

4013

105

6060

計220133

’
計画樹立斑
（阿磯)－
百万円
48

事業澱(図磯）

百万円
3，052

11361

4347

1．200

634,960

このような構想のもとに，55年度の新林業構

造改善事業については，山村林業構造改善事業

110地域，地区林業構造改善事業40地域，広域

林業構造改善事業10地域について計画を樹立す

ることとし，それに必要な国費6,300万円を掲上

している。

また55年度計画樹立地域のうち，緊急に》事業

を実施する必要のある山村林業構造改善事業55

地域，地区林業構造改善事業13地域，広域林業

構造改善事業5地域については，計画樹立と同時

に第1年度の事業を実施することとし，林業椛造

改善特別対策事業の60地域の事業実施に必要な

経賀とあわせ，国費49．6億円を褐上している

(表・3)。
（おかもとけいぞう・林野庁森林組合課／総括課長補佐）

捕助率は2分の1以内に第1年度の事業

設の整備，林業者の定住条件の盤備等に関する事 改善特別対策事業

業を総合的に900地域において，1地域当たり6 経賀とあわせ，国

億円の事業費をもって実施するものであり，地区 （表・3)。
（おかもとけいぞ

林業構造改善事業は従来，林業椛造改善事業を実

施できなかったため，林業の経営条件の整怖が立1畠'雲.……握曾=墜豊…鰯琴勤…

FU
ち遅れている原則として旧市町村の区域を対象と

して，林業生産基盤の整伽，資本装術の高度化等

に関する事業を主体として,330地域において,1

剛 剛
地域当たり2億円の事業饗をもって実施するもの

であり，広域林業構造改善事業は市町村の区域を

超える流域圏程度の広域な区域を対象に，林産物

の流通。加工施設の整備等に関する事業を80地写真集/英語版

難糞製欝鰡鰯鯛YX斧のｶ葬。
対策事業は，山村林業構造改善事業および地区林

海外の友へこの一冊
業構造改善事業の対象となるべき条件を備えた市

人々にわが国の森林

町村で，現にそれらを実施していない区域を対象カラー写真とカラー：
として，当面，間伐の促進および就労機会の増進

監修･林野庁に関する事業を500地域において,1地域当たり

4千万円の事業費をもって実施するものである。 編集発行･日；

これら事業の事業主体は，従来どおり，森林組A4変型判96頁

合，森林所有者，市町村が中心となろうが，新林’‐・ゞ-.．…=､警拳．

＝宗稚一ﾓ弓一癖訪誹雰琴?￥一驚宝……＝＝…融署I

FMSWANロ

|Ⅲ

傭
USW

IAPAN
海外の友へこの一冊／国際化時代に対応して，世界の

人々にわが国の森林・林業及び林産業の現況を120点の

カラー写真とカラーグラフが懇切に語りかけます。

〔凹本語版もあります（残部憧少)〕

監修･林野庁

編集発行･日本林業技術協会
A4変型判96頁上製本頒価4,600円(〒込）

、‐竃■竺遥当今争今OG。塞忘琴や■L鰹,z一＝ダーテタ酢ぬり
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「 ｢林産物需給森材資 の」及び

長期見通し｣の改定とその背景

’
詞

はじめに1．受新たな計画と見通しの内容

林業基本法第10条の規定によって，政府がた（1）森林資源に関する基本計画

てることとされている「森林資源に関する基本計森林の有する木材生産機能と公益的機能の調和

画」並びに「重要な林産物の需要及び供給に関すを図り，その総合的効用を高度に発揮させるうえ

る長期の見通し」が，去る5月23日，閣議決定での理想の状態として，

され,6月19日付の官報で公表された。昭和48①今後，更に302万haの拡大造林を進め，人

年以来,7年ぶりの改定であるが，一昨年来改定工林面積を林地面積の52％に当たる1,239万

作業に携わってきたので，新たな計画と見通しのhaとすること

内容を簡単に紹介するとともに，改定に際しての②森林の蓄積を現在より51％増加させ，33億

内部検討等におけるいくつかの論点について記述]n3の水準まで高めること

してみたい。③木材の年間伐採量を現在の約2.5倍の1億

表・1森林資源整備の目標

質焼懸林分現状
目標とする森林資源の状態

718191

2，4”2，4742，472

（49）（49）（49）
1,2191,2351,237

1,1881,1691,165

707070

2，9273，2043，308

(85)(103)(114)
1#6591,9141,984

1,2671,2891,323

1 11

5151151

'22113'|138
718911os

区

61年度

Ｏ
、
ノ
９
１
０
８
．
、
ノ
２
５
１
２
’
５

？
９
３
６
７
０
２
６
４

４
４
２
１
３
２
９
３

１

０
２
く
叫
吟
ａ
Ｏ
Ｌ
Ｌ

ｉ

数
林
林
地
数
林
林
地
一
”

工
然
工
然
率

総
人
天
除
総
人
天
除
林工

面
讃
（
万
唾
）
蓄
載
（
百
万
が
）
人

2，526

（49）
9“

1,510

72

2，482

（49）
1,114

1，298

70

Ｏ
、
ノ
９
１
０

７
９
３
６
７

４
４
２
１

Ｊ
ｒ
Ｌ
，
０

２
１
１

3,308

（84）
1，943

1，364

1

52

138

113

20186

（47）
798

1,387

1

38

89

45

2，558

（65）
1，238

1リ319

1

46

ha当たり蓄裁(m8)

年間伐採量（百万m8)

106 Iフク 133 138

110s@|
現状は，昭和51年4月1日現在の状態を示す鐸間伐採戯は51年度）

目標とする森林寅源の状態は，各年度の4月1日の状態を示す

目標とする森林資源の状態の面菰は，国土利用計画（全国計画）における昭和60年の森林の目標面積を基準とし，61

年度以降について林道開股計画による森林面談の減少を見込んで算定したものである

人工林棚の（）は内数で，現状は人工林であるが，自然的条件，社会的要請等から特殊な施業を行うことにより針広
混交林等一定の林型に誘導すべき森林である

注：1）

2）

3）

4）
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表･2施業方法別面積

（蝋位：万ha)

表･3林産物需給の見通し蝉位：百万m8)
施業方法

人工林施業

天然林施業

皆伐天然下種

ぼう芽

漸伐及び択伐

禁伐等

計

面談

（49）
1,239

835

116

131

588

326

2，400

】Cl年

／４
．
、
ノ
○
プ
、
ノ
ヂ
。
１
▲
《
乙

・
一
つ
・
α
）
。
。
。

兵
〕
・
４
↑
。
７
４
今
１
．

６
７
．
４
－
３
１
１

く
く

1,300万In3とすること

等の目標を定め，これに至るまでの10年ごとの

森林資源の状態を今後50年にわたって示すとと

もに（表・1)，森林の機能の整術の目標，森林の

施業方法の目標(表｡2）についても定めている。

48年に策定された計画と変わった主な点は，

①将来の森林面積について，昭和51年に閣議

決定されている国土利用計画（全国計画）にお

ける森林の目標面積と整合を図ったこと

②しいたけ原木林の拡充等天然林施業を推進

することとした結果，人工林の目標面積を75

万ha減少させたこと

③将来の人工林の齢級別面積配置の適正化等

に配意して，拡大造林の進度を10年程度遅ら

せることとしたこと

等である。

(2)重要な林産物の需要及び供給に関する長期の

見通し

48年策定の見通しと実絞との間にかい雛が生

じていることから，経済基調の変化を踏まえて見

直しを行った結果，

①木材の総需要量は，今後も増大を続け，51

年実績に対し，61年には15％増，71年には28

％増の水準に達する

②パルプ用材の需要量は比較的大きな伸びが

見込まれるが，製材用材及び合板・繊維板・削

片板用材の需要量の伸びは建築着工量の伸び率

の低下等により鈍化する

③国産材の供給量は，戦後植栽された人工造

林地が徐々に伐期に達してくることから漸増

し，61年には4,620万m3,71年には51年実績

の151％に当たる5，770万In8に達する

④外材輸入量も，51年実績の6,620万In3に対

87．9

’
注：（）は工濁残材で外数である

し’6’年には7'220万rn3,71年には7,550万

nl3と総量では微増する

⑤木材の供給量に占める輸入量の比率は，5，

年実績の63.4％から，61年には6,.0％，7，年

には56．7％と低下していく

等の見通しを示している（表｡3)。

（3）目標達成の課題

現在，わが国の森林．林業は極めて厳しい状況

にあることから，新たな計画及び見通しの目標等

の達成には大きな努力が必要であると考えられ

る。

このため’新たな計画及び見通しのなかで，特

に目標達成に必要な課題等についても，これを明

らかにし，今後の林政の重点施策として取り組む

こととしている。

これらのうち，森林資源基本計画の目標達成の

課題は’①森林計画制度の充実とその適正な運

用，②造林，林道等林業生産基盤の整備拡充，

③林業構造の改善，④健全な山村地域社会の維

持形成’⑤保育及び間伐の適正な実施，⑥森林

の公益的機能の高度発揮のための施業の推進，⑦

林業労働力の確保，③国産材の生産．加工。流

通の近代化及び合理化，⑨試験研究の推進の9

項目である。

また’将来の林産物需給における課題として，

①陸1産材の計而i的な供給体制の確立,②木材加工

業の体質改善の推進,③外材輸入の確保,④木質

計 ｜鮒 (10.の
118．4

(10.8）
133．2

計 ’
１
〃
４

６
。
■
幻
一
今

７
０
く
１

(10.0）（10.8）
118．4133．2



系エネルギーの活用促進の4項目を掲げている。

2．改定に当たっての主な論点

(1)伐期齢

「森林資源基本計画」及び「林産物需給の長期

見通し」の改定作業を進めるに当たって，考え方

を整理しておかなければならなかったものの一つ

に人工林の伐期齢問題があった。

伐期齢をいかに設定するかで，将来の森林資源

整備の目標数値は異なることとなり，また，国産

材の供給量にも大きな影響を与えることとなるか

らである。

近年，民有林においては，①外材輸入の増大

とこれに規制された木材価格の低迷，林業労働力

の不足と労賃の高騰等による全般的な伐採活動の

停滞，②坑木，足場丸太等の小径木の利用減少，

等によって一部に人工林の伐採齢の長期化傾向が

みられる。

これらの状況のなかで，国産材生産は高伐期を

指向すべきであるとの意見が強くなってきてい

る。

その論拠は同一でなく，次のようにおおよそ3

つの主張に分けられる。

（ｧ）現行の標準伐期齢を大幅に上回る林齢で伐

採すれば，大径材の生産が可能となり，価格

面で有利となるばかりでなく，労務も節約で

きる。

（ｲ）現在は外材の大量輸入によって木材需給は

緩和基調にあるが，いずれ外材の輸入も困難

になってくるとみられることから，当分の間

は国産材の伐期を延長して資源を備蓄すべき

である。

（ｳ）現実の伐採齢が標準伐期齢を上回ってきて

いるので，標準伐期齢を実態に合わせて引き

上げるべきである。

しかしながら，これらのうち,(ｱ)については,大

径材の生産を指向する山林所有者が多くなれば多

くなるほど大径材の稀少価値が失われることにな

るので，価格面でも有利さは維持できなくなると

考えられるほか，将来の需要椛造を的確に見通す
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ことも困難なので問題があり，労務の節約も個々

の山林所有者にとっては望ましいことであろう

が，山村振興の観点からは雇用の場が少なくなる

ので問題がある。ii)については，長期的には不足

物資とみられる木材を備蓄するという国家的，戦

略的意義は有するものの，現実に外材との競合等

によって，林業生産活動が停滞している現状に加

えて，さらに資源備蓄的な考え方で伐期を伸ばす

ことは林業生産活動をますます停滞させ，山林所

有者及び労働者の林業離れを助長し，山村地域の

森林の管理や地域振興上に問題を生ずるばかりで

なく，国産材の生産を増大させるべき時期に，林

業労働力の確保が困難となる等の問題がある。

これらのことから，平均成長量を最大にする林

齢を基礎とすることとしている現行の標準伐期齢

を定める基準を変更する理由は特に認められない

というのが林野庁における内部検討の一応の結論

であった。また，現在緩和基調にある木材需給も

長期的にみれば，いずれはひっ迫基調に転ずると

予想されていることもあり，国の政策目標として

はやはり土地生産力を最大に発揮させることを指

向すべきであると考えられる。

ただし，現行の標準伐期齢を定める基準が，全

般に実際の平均成長量最大の伐期齢を下回ってい

るのではないかとの疑問を提起する向きもあるの

で，この問題については，林野庁で実施中の調査

を早急に完了させ，その結果に基づいて見直すこ

ととしている。

これらの伐期齢についての考え方の整理を踏ま

えて，「森林資源基本計画」の改定においては,基

本的に現行の標準伐期齢によって森林資源整備の

目標等を算定することとしたが，カラマツについ

ては人工林面職の約3割について50年の伐採齢

で伐採されるものとした。これは，カラマツが現

行の標準伐期齢で伐採されると，ねじれ，割れ等

が生じて製材用材としての利用に適さないという

問題が一部に出ていること，将来，パルプ用材に

向けられる割合は，スギ，ヒノキ等に比べて大き

くなると予想されること等を勘案したことによる

ものである。また，カラマツ以外の樹種について
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も，将来の人工林の齢級別面積配置の適正化等に

配意して，昭和70年以降約20年間にわたって，

人工林の伐採が標準伐期齢より5年程度遅れて行

われるよう算定している。

もちろん’民有林の伐採は画一的に標準伐期齢

で行われるものではないので，減反率方式によっ

て伐採量を算出したが，その場合においても，現

実の伐採性向，将来予想される需要の多様化等を

勘案して，48年に策定された計画よりは高齢級

の人工林面職が多く残されるよう配慮した。

(2)将来の森林而職

将来の森林面積については，昭和51年に閣議

決定された国土利用計画（全国計画）において昭

和60年の目標面積が定められているが，「森林資

源基本計画」においては他の土地利用との関連で

生ずる面積異動をある程度属地的に予測できない

限り「森林資源整備の目標」の内容を算定するこ

とが困難なことから，51年現況と変わらないと

し，国土利用計画における60年の森林の目標面

積2,482万haは()書きで掲上するにとどめ

ることとしていた。

しかしながら，農林水産省内の官房及び構造改

善局が，見直し作業中の「農産物需給の長期見通

し」における農用地面職との関連もあうて，強い

難色を示した。官房及び職造改善局の主張は，

「森林資源基本計画」と「農産物需給の長期見通

し」の閣議決定の時期を同じにして，農用地面積

と森林面横を調整のとれたものにしたいというも

のであったが，「森林資源基本計画」の閣議決定

を先行させる場合には，少なくとも国土利用計画

とは整合させるべきであるという点までしか譲歩

が得られなかった。

このため，最終的には次の手法によって，将来

の森林面積を算定することとした。

（ｱ）昭和60年度の森林面積総数を国土利用計

画におけるI1召和60年の森林の目標面積に合

わせる

｛ｲ）昭和51年現況から昭和60年度までの森林

ifi積の減少は44万haとなるが，そのうち林

逆開設による森林面積の減少4万haは人工

林，天然林，除地ごとに林道開設計画に基づ

きそれぞれ減少させ，残りの40万haは天然

林及び除地を減少させる（林道以外の用途に

は人工林は転用されないものとした）

（ｳ）61年度以降の森林面積については，60年

度の森林面積を基準とし，林道開設計画によ

る森林面積の減少のみを見込んで算定する。

（ｴ）蓄積についても面積の減少に対応して修正

する

（洲年間伐採鼠については，面積の減少はマイ

ナス因子となるが，転用の際の伐採はプラス

因子となるので相殺されることとし，指向す

る森林資源の状態における年間伐採量を面積

の減少に対応して減少させるほかは修正しな

い。

これらの修正の結果，指向する森林資源の状態

における面稜総数は56万ha,蓄積総数は5,600

万nl3,年間伐採量は100万nl3,それぞれ原案に

比べて減少することとなった。

なお，「森林資源基本計画」の改定に伴い，全

国森林計画等についても所要の変更を行うことと

なるが，全国森林計画においては，民有林，国有

林別に計画期間中（15年間）の伐採材積,造林面

積等を定めており，それらはブロック別計画，地

域森林計画，地域施業計画等に割振られることと

なるので，属地的な森林面績の異動が予測できな

い限り，「森林資源基本計画」における森林面積

の減少を全国森林計画等に反映させることは困難

となる。

このため，「森林資源基本計画」の森林面積は国

土利用計画と整合させても，全国森林計画は従来

どおり現況面職に基づいて嬢定することで，関係

省庁等の了解を得ている。

これらのほか，改定に当たって，拡大造林の進

度，技術効果の見込み方，林業労働力の充足の可

能性，柱材の需給見通し等いくつかの論点があっ

たが，紙数の制限もあるので，伐期齢と森林面積

について紹介するにとどめた。

（さだちかずや・林野庁計画課）
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2．本病の被害とその特徴

本病の記録はずいぶん古く，フランスでは1800

年代の報告(PRILLIEUXら1880)があり，現在ま

で欧州を主体に数十編の報文がある。しかし，病

理学的研究が難しいためか観察記録が主体で，実

験的研究論文は意外と少ない。

わが国でも本病原菌はすでに1911年（明44）

に採集され，ツチクラゲと命名されている（安田

1913)。それ以来菌類図鑑などには掲載されてい

たが，林木の病原菌としての確認例がないまま戦

後に至った。現在用いられている病名は上記の和

名にちなんで命名されたものである（伊藤1965)。

本病は北半球を主体に各地に分布し，高緯度地

方ほど分布が多く，フランス，ドイツ，英国本土，

アイルランド，フィンランド，オランダ，スウェ

ーデン，米国，カナダ，ニュージーランドなど広

く分布する。欧米ではマツ，モミ，トウヒ，ツガ，

カラマツ，トガサワラ属の樹種を侵す。本病は加

害樹種林内のたき火，火入れ，山火事跡などを起

点として発生し，数年間にわたりほぼ円形に広が

る特異の性質によって知られている。

わが国にも以前から発生していたらしい事実は

あるが，まつくいむしの被害と誤認されたために

発見がおくれたのである。各地の被害は海岸砂丘

のクロマツとアカマツ林に集中し，特にクロマツ

に著しい。砂丘の発達した臨海都市の仙台，石

巻，秋旧，能代，酒田，鶴岡，陸前高田，いわき

市などのほか青森，新潟，富山，石川各県下およ

1．まえがき

近年，材線虫病の異常まん延によりマツ類の衰

弱，枯損に対する世人の関心が著しく高まってき

た。つちくらげ病が林業界に広く知られてきたの

はこの数年来のことである。本病は材線虫病のよ

うな壊滅的被害を与えないが，公益的に貴重な海

岸防災林，風致林あるいは一般の人々の関心が高

い自然休謎林や都市近郊林などを残り少ない歯が

次々と欠けるように群状に枯らしてしまう。それ

に富山，石川県などの例のように，材線虫防除の

ために罹病木を焼却した林内にまん延したり，山

火事，たき火跡やその周辺に広がるなど特異な発

生をするので，関心がもたれるのであろう。

わが国における本病の発見は1965年のことで

ある。当時の林業試験場東北支場昆虫研究室長故

木村重義氏が宮城，岩手，秋田県下の海岸砂丘の

クロマツ林でせん孔虫の寄生木の根腐れを発見

し，病害の関与が濃厚であることを指摘した。そ

の翌秋，同氏と宮城県下に同行した同支場保護部

長故小野馨博士はその病原体と思われる一種の

きのこを採集し，筆者らの研究室(同支場樹病研）

に提供された。この標本がツチクラゲ(R〃産"”

"〃ぬ"”α）と同定され，本邦における本病の発

生が初めて確認された。

筆者が本病の研究に着手してからすでに15年

近くなるが，未解明のことが多く，今後の研究が

望まれる。このたび，編集室の依頼によりごく概

要を解説することとする。詳細については，林試

研報268号（1974）と森林防疫291号（1976）を
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写真･2催病根のじん皮部に形成した腐蝕痕

写真･1つちくらげ病で枯れたクロマツ林

び茨城県の一部海岸林などで問題になっている。

内陸部では砂丘地ほどの普遍的被害はないが，

たき火跡からの被害も少なくなく，マツ類やカラ

マツ林の焼跡にツチクラゲが一面に発生する。ま

た生き残った林木や焼跡周辺の林木の枯死あるい

は焼跡の植栽木の枯損が東北各地のほか山梨，長

野県下で問題になった。なお，昨年には徳島県下

でも焼跡に大量の子実体が発生した。

本病の被害が特に集中するところは，海水浴

場，キャンプ場自然休謎林，ピクニックの休息

場など，林内のたき火や炊事跡の多いところ，土

木工事，工場その他建設現場周辺，腿耕地，しい

たけ梢場周辺林分あるいは林道工事，防火線造設

現場，森林の伐採保育作業現場など入林者のたき

火の頻度の高い林分である。また，野鳥のかすみ

網密猟者の林内のたき火跡からの発生が目立つ地

域もある。このように，本病発生のほとんどは，

林業関係者を含む入林者によって誘発されるの

で，自らが手本を示し，一般入林者に対してはよ

り積極的な啓蒙が必要である。

写真･3アカマツ罹病木の根元に発生したツチクラケ
勤若子実体）

以上の大きい穴となることがある。

疎林では密林に比べて進行速度が遅く，かなら

ずしも円形を示さない。また，林縁の焼跡などか

ら出発した群は半円形をなす，円内の林木は林齢

に関係なく侵されて枯れるが，被害程度の軽いも

のは生き残る（写真･1)。

罹病木の根部を調べると，初めは表層土の細根

が腐れ，しだいに根元部，主根，太い支根に広が

り，深度を増す。根の腐敗の深度は被害進行方向

に向かって浅くなる。根の患部から樹脂が浸出す

るので，砂（土）団子を形成することが多い。腐

敗は根皮部に限られ，木質部には及ばず，患部の

じん皮部や形成層部には赤褐色あざ状の遜紋を形

成する。根部の粗皮や内皮を剥いでみると，しば

しば迷走する汚白色ひも状の菌糸束が見つかる。

これら組織には，菌糸束の侵害によるせん孔虫の

食痕状または菊花状の腐蝕痕を形成することがあ

3．本病の病状とその診断

稚樹から100年生以上の老木まで侵される。2，

3本の枯死から始まるが，ほぼ不整円形群状に外

側に向かって広がる。年間の進行速度は半径3～

5mで，ふつう5～6年間継続進行し，大きな穴

を形成する。時に2個以上の群が合併して0.1ha



る（写真･2)。罹病木は根系全体の1/3以上侵さ

れるまでは，地上部の変化が現われないが，大部

分の根が侵害されると褐変枯死する。

以上の病状からも本病の推定はできるが，診断

のきめ手は子実体（ツチクラゲ）の確認である。

これは5～11月に罹病木の根元やその付近の林

床に外側に向かって次々と群生する。子実体の幼

若なものは円樅状～不整形その周縁部は黄白色，

生長するにつれてチョコレート色，脳状～牛ふん

状で，その内側は中空で汚淡黄色，これに同色太

糸状の突起物あるいは多数の根状菌糸束（地中に

伸長）を形成し，クラゲ状を示す。大きさは径3

~10cm,厚さ2～3mm数個接合して20cm以

上にも達する。子実体はもろく，腐れやすいが，

乾燥するとややコルク質となり，翌年まで残存す

ることがある。子実体表面の子実層から褐色粉状

の無数の子のう胞子を放出する（写真･3)。

わが国での寄主はアカマツ，クロマツ，ゴヨウ

マツ，カラマツ，スギ，ヒノキ，ハマハイビャク

シン，トドマツ，ウラジロモミ，シラベ，オオバ

ヤシャブシ，ニセアカシアなどで，北海道のエゾ

マツとトドマツの被害はまだ確認されていない。

なお，スギ，ヒノキおよび広葉樹類の被害はマツ

類との混交林だけに認められる。

4．病原菌の生態

各地のマツ類とカラマツ林の山火事跡の被災数

カ月後の調査結果では，一代目造林でも10数年

生以上の林地には子実体が発生し，林齢を増すに

つれて普遍的に分布し，密度も著しく高まり，そ

の発生範囲は焼けたマツの根の分布区域内にあっ

た。一方，広葉樹類，スギ，ヒノキなどの純林で

は発生が全く認められなかった。

焼跡に異常優占繁殖する本菌の起源について

は，子実体から放出され林床で休眠中の子のう胞

子（2年間生存）が高温(35～45｡C)に遭って発

芽したものによるとする説(JALALuDDIN1967,

1967）がある。この子のう胞子が高温処理によっ

て初めて発芽することは確かであるが，上記の説

を肯定するには，健全なマツ林に子実体がごく普
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遍的に分布しなければならない。しかし，その発

生はごくまれなことは，現在まで観察できないこ

とからみて確かである。本菌は任意的殺生菌（死

物から栄誕をとって生活し，条件によって他植物

の生きた組織を殺して栄養をとる）に属し，マツ

類の落葉落枝などでの腐生生活が可能なので，菌

糸状態でマツ林に普遍的に生息しているものと推

定される。しかし，この状態ではマツの根に病原

性を現わす条件を備えていない。マツの根を侵害

するには，林床土壊に優占的に菌叢を形成するこ

とが必須条件である。これは発病地の調査と病原

菌の接種試験などによって確かめられている。そ

して菌糸の優占的繁殖の引き金が林床土壌とマツ

の根の加熱である。海岸砂丘林では太陽熱だけで

も上記の条件を満たすはずである。

本菌のように，高熱をうけた基質を好む菌を好

温菌という。本菌の菌糸は高熱殺菌土では発育が

著しく促進され，焼けたマツの根を加えるとより

著しくなった。なお，焼跡の木灰そのものは土壌

をアルカリ化するため，酸性土壌を好む本菌には

マイナスに働く。

本菌がマツ林土壊に優占して根系を侵害するよ

うになると，その区域内の粗腐植などの有機物と

土壊を基質にして外側に向かって繁殖進展する。

この際本菌は基質の分解能力が強いために，他菌

の栄養源をうばって駆逐，占領してしまう。その

ため担子菌類による菌糸綱層が発達した林床での

本菌の侵害区域では菌糸網層が消失する。その結

果透水性が著しく高まり，土壌含水量を増すの

で，乾燥の著しい未侵害区域との間に明瞭な境界

線を現わす。これを応用して病原菌の分布範囲の

推定ができる。

土域LIｺの病原菌の分布深度は侵害された根の深

さよりやや深く平行するので，発病起点に向かう

ほど深くなる。枯損群の外縁に向かって表土をか

き起こして細根の腐敗状態を調べると，しだいに

腐敗が少なくなり，ついに健全な箇所に到達す

る。この箇所よりやや外側まで病原菌が分布する

が，ここではごく浅層にかぎられる。

なお，病原菌の分布区域の落葉層の除去，表土
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の耕起，溝掘り，のねずみの通路穴などは本菌の

活動を促し，子実体の発生を促進する。

5．発病の環境条件

東北地方の海岸砂丘クロマツ林火災跡地の例で

は，被災1カ月後クロマツを植栽して30％以上

罹病し，1年経過後の植栽苗では十数％の被害

をうけた。長野県のアカマッとカラマツの焼跡で

のアカマツ苗では，当年植栽で46％，1年後植栽

で約70％の枯死で，2年経過後植栽では全く被害

がなかった（青島ら1977)。スウェーデンでは，

オウシュウトウ上林の焼払い地ごしらえ跡にすぐ

植栽すると80％以上の箇所で発病し，平均18％

の被害率で，翌年植栽ではその1/2以下，翌々年

には約1/3，さらにその翌年には1/6に減少し

た(HAGNER1962)。

山火事跡に生き残った林木は被災当年か翌年に

罹病枯死し，続いて焼跡の範囲外にも数年にわた

って拡大することが多い。

発病は砂丘の未熟土に特に多く，欧米でも砂

土，石礫土などに被害や子実体発生が多いとされ

ている。砂土での発生が多いのは，微生物相が単

純なため病原菌の優占繁殖に有利なことと，本菌

が通気性の良い土壌を好むためと思われる。しか

し，内陸ではクロボクや褐色森林土での被害も問

題になる。なお，本病は地下水位の高い林分に特

に発生が多い傾向は認められないが，いったん発

生すると被害の進行が著しく群内に残る林木はご

く少なくなる。酸性土壌では発病に適し，中性～

アルカリ土壌ではほとんど発生しない。海岸砂丘

の裸地では中性かアルカリ性を示すが，マツ類の

造林によって腐植が堆積するため林齢が高まるに

つれて酸性化し，病原菌の分布密度も高まるため

発病しやすくなる。

発病温度範囲は5～31｡C,適温は20～25｡Cな

ので，林木の発育期を通じて発生し，早春に目立

つ枯死は前年の罹病木が急に枯れてくるためであ

る。なお，夏季の多雨年には発病まん延が著し

く，干ばつ年には少なく，いったん停止すること

がある。

ニセアカシアやオオバヤシャブシとの混交林に

被害が多いとする見解もあるが，これまでの調査

ではマツの枯死によって広葉樹が優勢になってき

た林分が多く，今後の検討を要する。

6．防除対策

本病はいったん発生すると，数年間進行し，そ

の阻止には多額の経費と労力を要する割に効果が

不十分なので，予防に重点をおくべきである。

1．予防

(1)発病箇所の約90％は焼跡を起点とするので，

火災防止とマツ林での焼払い地ごしらえとたき

火(マツの根の分布区域内)の禁止を徹底する。

(2)防火線と広葉樹の帯状混交は火災発生後の本

病の発生と遮断阻止にも有効なので，できるだ

け幅広く配置する。

(3)林内で焼跡を見つけたら，外周部も含めて土

壌とマツの根をすっかり除去し，跡地はオーソ

サイド水和剤400倍液を十分浸透させて消毒

し，ここに新しい土壌を客土して同様に消毒す

る。

(4)マツ林の焼跡や本病の被害跡地への罹病しや

すい樹種の植栽は2年以上経過してから実行す

る。早期に更新を要する場合には，ベノミル水

和剤59かPCNB水和剤159を苗木の植穴に

散布してかき混ぜて植栽する。

(5)林内へのごみの堆積，林木の根元への土砂の

堆績や林木の伐採による急激な疎開なども発病

の誘因になるので避ける。

2．被害の進展阻止

(1)前述の方法で病原菌の汚染区域の境界線を判

定し，それを中心にして2rn幅（両側に1mず

つ),20cm深さに耕うんしつつ，オーソサイド

水和剤400～500倍液をIng当たり4～5.4ずつ

潅注する。本法による防除成功率は約30％で，

根系の浅い若齢林分のほうが有望である。

(2)上記の汚染区域外周の未汚染区域に幅1xn以

上の溝を掘り，根はすべて除去して遮断する。

これに上記の薬剤処理を併用するとよい。

（さとうぐにひこ・林業試験場北海道支場）
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畝を破って発生したヒメマツタケ晦日新聞社提供）

はじめに
180度の転換となったわけだ。このキノコの栽培

については三重県津市の岩出亥之助氏のところへ

長期間住み込んで栽培の実地指導を受け，どうや

ら栽培に自信が持てるようになったので本格的な

栽培となったものである。その場所は八王子市と

いっても旧恩方村である。恩方村は木田みのるの

書いた『気狂部落』の山村地帯である。八王子市

の中心部へ車で4,50分の距離にある。木田みの

るの書いた恩方が山村特有の因襲，引込思案，血

縁，義理人情などはたからみると狂気とも思える

くらいであったのは事実だ。それが今ではすっか

り影をひそめて都会化してしまっている。赤い屋

根，青い屋根の近代的な家が立ち並んだ山村都市

といったところに変わってしまっている。栽培場

は住居を含めて20アールの広さ,農地だった場所

だが，なにぷんにも山村であるので階段状の休耕

田の跡地だ。主体は大型ビニールハウス3基であ

る。稼動労力は目下のところ，真木均氏(37歳）

1人。いうならば試験的な稼動体制に入ったとい

ったところである。

今の世はまさに物価狂乱の時代だ。生鮮野菜に

してもこの冬は白菜・キャベツが気候不順・病害

発生などで異常高値を記録した。春野菜が出回

り，多少値が下がったと思ったのもつかの間で，

また値上り傾向にある。さて野菜の中でもこのと

ころ異常高値が普通になってしまっているのがマ

ツタケである。カズノコが海，マツタケが山のダ

イヤモンドといわれるようにともに食料品の高嶺

の花になってしまっている。そのマツタケに似た

ヒメマツタケが出現してきた。マツタケの高値に

あやかろうとするものなのか，ほんとうのマツタ

ケに似たキノコなのだろうか，以下はそのヒメマ

ツタケの栽培の状況と今後の展望などをしてみ

た。資料その他でご便宜を賜わった真木均氏そ

の他の諸氏に厚くお礼を申しあげる。

真木均氏の栽培

ヒメマツタケはまだ新しい栽培食用キノコであ

る。関西ではかなり試作され始めたようだが，関

東以北では東京都八王子市下恩方の真木氏だけで

ある。真木氏は一昨年まで埼玉県所沢市で青果商

をやっていたのをやめて，このヒメマツタケの栽

培に踏みきった。理由はこうだ。所沢と八王子は

地続き，これまでシイタケの仕入れなどでしばし

ば往来していた地縁があった。休閑農地を借りる

ことができたところヘヒメマツタケのニュースが

飛び込んできた。前々から商売がらキノコの栽培

をやってみたいと思っていたところだったので

ヒメマツタケは岩出亥之助氏の命名

問題のヒメマツタケはブラジル原産。ブラジル

で食用にしていたキノコを岩出亥之助氏のところ

へ持ち込まれたものを岩出氏が数年間の研究の結

果，菌床栽培に成功したものである。キノコの学

名は未詳であるが，アガリクス属だけははっきり

しているという。したがって和名がなかったので

ヒメマツタケと命名と相なったものである。写真
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ではわからないが，傘の色は桃色をおびたうすい

茶褐色で，茎は白色。キノコの色彩としては桃色

系に入り，イッポンシメジ，クサウラベニタケな

ど毒キノコ系で面白くないキノコである。食用キ

ノコでは色も重要な項目になっている。幼キノコ

のうちに収種して食用に供する。ちょうど，マッ

シュルームと同じように栽培するので岩出氏は当

初，カワリハラタケとしていたのを形や味がマツ

タケに似ているのでマツタケになぞらえたもので

ある。マッシュルームの食用部分の主体が傘であ

るのにヒメマツタケでは傘と茎の双方である。傘

の色，キノコの形といい，某製菓会社で売り出し

ているキノコ菓子にそっくりである。食べての感

じは，歯ざわり，舌ざわりはマッシュルームより

マツタケに似ている。つまりマツタケに似てシャ

キシャキしている。キノコ特有の香りはするが，

その香りはマツタケ特有のものでなくマツタケと

いえるものではなさそうである。これが玉にきず

といえるかもしれないが，これをカバーするのに

マツタケのエッセンスを利用すればよいという。

さすがはマツタケの香気成分を研究した岩出氏の

着眼といったところである。

み重ねていき，高さ2nlぐらいまでにする。積み

重ねが終わる時に中心の棒を抜き去り，ビニール

かむしろでカバーする。枠は型をととのえるため

に用いるものである。中心の棒は空気の流通を促

進するためのもの。ちょうど，ヒラタケやナメコ

などの鋸屑栽培の穴あけと同じ理由で嫌気発酵を

防止することができるという。以_上がいわゆる仮

積み(仮伏せ)で冬でも’0日もすると発酵してき

て中の温度が70｡C前後に上昇してくる。高温に

よってネマトーダその他の有害微生物が除去され

ることになる。また，微生物の働きで稲わらのセ

ルローズなども分解してきてキノコの栄誕分とし

て吸収されやすい形になる。枠の中央部と周辺部

では発酵に差が生じるので，中央部分と周辺部分

の切返し作業を行なう。この時に前記の硫安を混

ぜていく。硫安中の窒素はキノコの蛋白給源とし

て補給するもので，最初から加えないことと，温

度を60｡C以上にしないことが肝心な点で，これ

を防止するために3，4回の切返し作業をする。

4回目に過燐酸石灰を加えて終了となる。そして

温度が50｡Cに上がったとき発生小屋に持ち込

む。

発生小屋の設備もだいたいマッシュルームの場

合と同様で，ビニールハウスを転用したものが多

く,真木氏もこれである。ただし，光線よけと必

ず換気用の煙突のようなものを設ける必要があ

る。ベッドは平床または多段の棚式でもよい。棚

式だと棚を板や柱でつくることになる。底は割竹

でもよいが，枠は厚目の板でつくることになる。

キノコの菌糸のために腐朽しやすいので木材以外

の材料が考えられている。真木氏は食パンのケー

スを用いて好成績をあげている。菌床の深さは20

Cnl程度,幅は通路から手の届く程度なので苗畑の

播種床と思えばよい。周年栽培するとなると冬期

は暖房設備が必要になってくる。煙突のようなも

のはこのキノコの呼吸作用が極めて旺盛であるの

で酸素補給として是非必要だという。ビニールハ

ウスだと光線過多であるので厚目の遮光材を設け

ることも必要になる。どのくらいの光線量にする

のが理想的なのかはデータ不足である。真木氏の

■
１
■
■
１
．
Ⅱ
０
Ｆ

栽培方法はマッシュルームと同様

ところでこのキノコの栽培方法はどうかという

と，結論を先きにいうとマッシュルームとだいた

い同じであるといえる。

培地の主体は稲わらである。稲わらに化学肥料

とビタミン給源として米糠を添加してコンポスト

(人工堆肥)をつくり，これで塒漣する。その方法

をもう少し具体的に説明しよう。稲わら375kg,

米糠10kg,鶏糞15kg,消石灰8kg,水700~

1,000kg,硫安10kg,過燐酸石灰5kgが基本

的調合量。さらにこれに苦土石灰系のユーキライ

トを加えてもよいという。なお，真木氏は鶏糞は

用いなくても十分であるといっている。まず稲わ

らをカッターで20cmに切って,2m角の木枠に

20cmの厚さに積み，米糠その他を散布しながら

踏みかためる。この時，枠の中心部に径10cmぐ

らいの丸い棒をたてておく。つぎつぎに材料を積

１
１
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出荷用のヒメマツ

タケ

ビニールハウスではヒラタケの発生小屋よりやや

低目のようにみえた。水分（湿度）はかなり高目

であり，常に水分補給のミスト装置を設ける。

ベッドヘコンポストを均一に詰め込み，床の温

度を60｡Cぐらいに2日間保つ。この時，温度が

上がりにくいときには室内を暖房で温めてやる。

これがいわゆる後発酵で，シイタケでいえば本伏

せに相当する。有害微生物を高温で除去するのも

目的のひとつである。温度が下がってきて,25｡C

以下になったときに植菌する。種菌はもちろん，

純粋培誕したもので岩出氏の特許品で3.3m2当

たり3本を必要とする。ちなみに1本の種菌が

1,500円だから種菌代はかなり高価だ。植菌方法

は種菌をマッチ箱大に千切って菌床の深さの中央

部に20cmおきにおいて，コンポスI､をかぶせて

おく。1週間もすると菌糸がコンポスト内に一様

に伸びてくるので，このときにケーシングという

覆土作業に移る。この作業が普通のマッシュルー

ム栽培と違って特徴がある。マッシュルームが平

床であるのにヒメマッタケは高畝にもっていく。

これを開発したのが岩出氏であり，これに到達す

るのに数年を要したという。

6cm,上辺10cm,高さ6cm,長さは床の幅に

する。はしご形の箱の口の大きいほうを上にし

て，ここから赤玉のような粒子の大きな土粒を入

れ，その上に粒子の細かい赤土を入れ軽く押さ

えて型をつくり，箱ごと床の上に逆さにして床の

上に高畝にしていく。畝幅は20cm程度，畝の間

には赤土で1cnlの厚さの覆土をする。

収穫と採取

このようにして温度・水分条件を適当にしてお

くと1カ月もすると菌糸が覆土の間にも蔓延して

きて，ついには高畝の粒子の粗い部分には菌糸束

をつくるようになる。こうなると間もなく高畝の

粒子の粗い部分を破ってキノコがいっせいに発生

してくる。発生の様子は月夜に乱舞する小人の群

か，仙女の集いといったようでもあり，まことに

ユーモラスである。傘が未開のうちに収穫する。

石付きの土壌を除いてパックに詰めて出荷という

ことになる。キノコの大きさは5cln程度で,100

g入りパックに8個といったところである。この

点はマッシュルーム，ヒラタケと同様である。最

近では名古屋市場へ出荷されるというが，東京あ

たりではこれからのキノコであって，真木氏の場

合は八王子周辺の行楽地のバーベキュー用にもっ

ていってしまうのでまだ市場へ出荷していないと

いう｡値段は1009で2～3百円である。シイタケ

やマッシュルームよりかなり上値である｡3.3m2

当たりの収量は30kgが標準，かなりバラツキが

あり，真木氏は50kgを目標にしている。

Ｉ
↓

ヒメマツタケは高畝栽培

畝の下部は粒子の大きい土壌，上部は粒子の小

さいものとして，保水性・通気性をよくするのが

特徴である。この畝をつくるのに成型用の箱を用

いる。まず床の幅に合わせた板を揃える。板では

しご形の箱をしつらえる。だいたいの寸法は底辺
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稲わら資源

稲作はこのところ豊作続きで減反が強く叫ばれ

ている。稲作につきものの稲わらの有効利用もさ

っぱりである。最近の稲作地帯では収殺期ともな

るとコンバインで収種したあとの稲わらを焼く煙

が農村地帯一面に漂って新しい煙害をまき起こし

ている。収量としてみると稲わらの重量と籾重量

はだいたい同じだという。わが国の米の年生産は

だいたい1,200万トン，これに対する稲わらも

1,200万トンとみこまれている｡稲わらの加工はほ

とんど姿を消してしまっている。畳の原料の稲わ

らはコンバインで刈り取ったものでなく，ごく一

部のものになりつつある。稲わらを全体として合

理的に利用しながら再生産に振り向けるなどとい

うことは夢物語になってしまっている。資源とし

て稲わらは全体としては豊富であり，シイタケに

おける原木枯渇といった問題はないが，やはり稲

わらの単価がこのキノコの栽培にかかってくる。

真木氏は埼玉や山梨県から購入している。現地で

の価格が10アール当たり15,000円程度だが，こ

れを恩方まで持ってくるとかなり割高のものにな

る。またこのキノコの作型として冬の農閑期利用

となるとどうしても暖房を必要とするのでこれも

ネックになる。このキノコの発生適温がシイタケ

よりかなり高く，いわゆる高温菌であるので夏向

きのキノコである点も今後の問題になりそうであ

る。経営面からみてどの程度の収益性があるのか

ということも今後検討する必要がありそうであ

る。3.3mg当たり30～50kg,kg2～3千円とし

てもそれに要する培地材料，設備費，労力などの

分折をしてみなくてはならない。種菌代も1本

1,500円とかなり高価なことも気がかりである。

栽培食用キノコの種類が豊富になっている。ホ

ンシメジと銘うっているシロタモギタケのように

猛烈に市場開拓しているキノコもある。エノキタ

ケのように大衆へのアピールが，今日のエノキタ

ケの急激な謬透を成功させた例もある。このヒメ

マツタケも宣伝を積極的にすることが必要であっ

て，一時の流行に終わるか，盛んになるかの分か

れ道に今立っているようである。

（なかむらかつや。東京農工大学農学部教授）

､ph壇評

55年度

山火事予知ボスター

「図案」「標語」
募集要領

腿嬢霊溌遼

＜要旨＞山林火災の危険を広く国民一般に周知させ，

山林火災の予防・森林愛謹の必要性を強調したもの。

ただし未発表の創作に限る（入選作品のうち特に優秀

なものは55年度当協会作成の『山火事予知ポスター』
として採用)。どなたでも応募できます。

＜作品要領＞図案について，ポスター用紙は51cmx

36cm,縦がきとする。油彩・水彩・クレヨン何でも

可。ポスター作品の裏面にも住所･氏名を明記のこと。

標語については官制はがきに1人何点でも可。文語，

口語，長さも自由。

応募作品は一切お返ししません。入選作品の著作権

はすべて日本林業技術協会に帰属することとします。

＜募集締切期日および送付先＞昭和55年9月10日締

～．←しりPQp

騨
切(当日消印有効)。

日本林業技術協会，．
『山火事予知ポスタ

ー図案･標語』係(〒

'02東京都千代田区，鍔壹諾;理･‐
本年度作品

六番町7番地)まで。

＜発表＞入賞者には直接通知するとともに，会誌「林業
技術」10月号に発表いたします。

＜入賞者には＞1等(図案・標語の部各1名)日本林業
技術協会理事長賞（副賞として1万円相当の記念品）
2等(図案･標語の部各2名）同賞(副賞として5千円
相当の記念品）佳作若干名には記念品を贈呈いたしま

す。日本林業技術協会

争夕 1 ÷4ﾛヴ一 ’
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しやすく，簡単に研削しやすい材で

ある。スパンの短い土台，野地板，

下地板，内装の羽目板などの非耐力

部材，障子，ふすま，窓枠などの建

具材，マッチの軸木，アイスステッ

クなどの小木工品などの用途が考え

られる。

口合板の強度耐候性に関する研究

ロ道材合板の難燃化に関する研究

その1ASTMC級難燃合板の

製造試験

北海道農林研究第57号

北海道立総合経済研究所

昭和55年3月

口林産業の生産性に関する研究(Ⅱ）

北海道の製材工場を対象として，

地域性，季節性，生産規模との関係

において，労働および設備の生産性

を論じ，さらに森林資源,建築需要，

経済成長との関係を論じている。

口林業経営の発展過程に関する研究

(1)－国有林等の施業法の展開を

中心に

口会社有林の林業生産に関する研究

(1)

口市町村有林経営と地域経済(Ⅱ）

－市町村有林経営動向調査の結果

天然林における樹群構造と更新
の解析（中間報告）

北海道営林局

昭和55年3月

昭和54年度から3年計画で実施し

ている標題の技術開発課題の第1年

度調査の一部を分析しまとめたもの

であり，その内容はつぎのとおり。

口北海道の森林

口個体の分布と集団構造

口針広混交林の樹群構造と更新に関

する樹種間の親和性について－大

夕張における解折から

口針広混交天然林の構造と動態一一

定山渓における解析から

口空間における樹冠の動態と樹種特

性

口樹形に関する一考察

ロトドマツ天然林の家系分析

※ここに紹介する資料は市販されない

ものです。発行所へ頒布方を依頼する

か，頒布先でご覧下さるようお願いい

たします．
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日前，ヨーロッパクロマツ6日前，

ヨーロッパアカマツ10日前，バン

クスマツ11日前，コントルタマツ

11日前，モンタナマツ12日前，リ

ギダマツ16日前である。

口紙・パルプ資本の対外進出と国内

パルプ材市場の再編成

ロ北海道における森林組合の展開事

例

口林道法面における植生変化に関す

る研究

ロ有珠山噴火によるカラマツ造林木

の被害（第1報）－その樹幹外部

の被害

ロマグネシウムサルファイト蒸解排

液中のリグノスルホン酸に関する研

究

ロアルコール，苛性ソーダと水によ

るリグニンの水素化分解

口広葉樹リグニンの加水分解に関す

る研究

林産試験場研究報告第69号

北海道立林産試験場

昭和55年3月

ロ造林木及び輸入木材等の材質評価

と用途適性(1)ストローブマツの利

用適性試験

ストローブマツは材色が白く，ね

じれや狂いの原因とされている旋回

木理の繊維傾斜度が極めて小さい。

枝節が樹幹周辺に輪生するため，用

材に集中節となって現われるが，節

間からは無節材面がえられる。造林

樹種のなかで最も軽軟な材に属し，

強度的には余り強くないが，収縮率

が小さい。耐朽性は中ランクであ

り，防腐剤等の注入性もよい。

ノコでひきやすいが，節の部分か

ら折れることがあり，このため長尺

材のとれる剖合は低い。非常に乾燥

昭和53年度林業技術研究発表

大会論文集

北海道林業改良普及協会

昭和54年12月

25年余の歴史をもつ北海道林務

部主催の林業技術研究発表会の論文

集である。その部門別内訳は，林政

1，経営16,立地4，保謹5，造林

36,利用3，防災22,林産7となっ

ている。興味あるテーマを摘出すれ

ば，米国オレゴン州の林業普及，林

業グループ分収林の経営，カラマツ

林業と黄蓮栽培，カラマツ採種園に

おける先枯死病の現況，ブル地栫仕

様の違いによる造林木の生長，広葉

樹苗の根の形状，スギ根元曲りに対

する土寄せ試験，ミズナラとカシワ

の育苗，キリの栽培試験，カラマツ

小・中径木の利用試験などである。

北海道大学農学部演習林研究報

告第37巻第1号

北海道大学磯学部演習林

昭和55年1月

ロマツ科11種の雄花の発育と花粉

の発芽率

花粉粒形成日から花粉自然飛散日

までの所要日数（花粉の生長期間）

は，トドマツ23日，グラウカトウヒ

11日，エゾマツ14日，アカエゾマ

ツ19日，ヨーロッパトウヒ21日，

モンタナマツ7日，ヨーロッパアカ

マツ10日，リギダマツ10日，コン

トルタマツ11日，パンクスマツ16

日，ヨーロッパマツ17日である。

花粉自然飛散日前に雄花の着生し

た4絃を採取し，水さしして十分高

い発芽率をもった花粉が得られるの

は，トドマツ5日前，エゾマツ3日

前，グラウカトウヒ7日前，ヨーロ

ッパトウヒ9日前，アカエゾマツ19
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明治10年代の2度にわたる森林法流産（第七話）の後，山林局は当分

これを棚上げし，ともかくも官林経営の機構作りを急ぎ（第八話)，やり

上げたところで一服している中に（第九話)，23年（1890年）の帝国議会

開設を迎えました。この時から政府は予算編成をはじめ重要な政策を進め

るについて，従来のように役人仲間ばかりで議論して事を決めるわけには

いかなくなり，チェックされたり尻を叩かれたりという議会の機能が始ま

ったのであります。

貴族院は役人上がりの勅選議院が中で実質的な主導権をもったので，お

よそは与党的な動きをしましたが,衆議院のほうは最初の総選挙からして，

当時のいわゆる民党が過半数を占める有様で，全体的な雰囲気は野党色が

横溢していました。官界を去って議政壇上に立つ決意をした中村弥六は23

年7月の第1回総選挙に郷里長野県から打って出て当選しました。彼は当

然ながら森林問題につっこみ，しだいに同志を語らって林政に関する衆議

院の論議をリードするに至り，連続して当選を重ね，25年には有志議員に

よる山林会,28年にはさらにこれを広げて山林同志会を結成しました。

なお，内務省山林局時代,桜井勉の部下仲間で林学協会の主要メンバー

だった中野武営が，やはり第1回総選挙から東京市選出で連続当選したの

で，中村のよい相談相手となり，さらに27年,2人にとってボスだった桜

井勉が兵庫県選出で当選したので，この時期には林政論客の旧桜井党が

3人も院内に顔を揃えたのであります。

もとよりこの3人とも，本来野党的人物ではなく，林政に一家言を持ち

ながら人脈の関係で官界では志を得なかったのを，議会活動を通じて実現

したいという素志なのでありますが，当ll寺の衆議院において同志を多くつ

のるについては，政府督励的発想ばかりでは力が弱く，問題の多い官民有
さげもどし

区分の手直しによる官林の下戻の促進を主張することが最も速効的だと

いう事情がありました。したがって，山林関係の有志議員結合のきずなは

森林荒廃防止のため森林法を制定するという政策的な筋と，下戻に関する
よ

人民の願いを代弁しその実現をはかるという要求的な筋とが撚り合わさっ

たものとして形成されていきました。

このような議会情勢と併行して，政府も単なる林制取調べの段階から，

いよいよ森林法案策定に本腰をいれることになり，その動きは26年，後

藤象二郎農商務大臣と齋藤修一郎次官のもとで具体化しました。すなわち

同年11月，田辺輝美山林局長が辞めたあとへ鉱山局長をしていた高橋仲次

を任命，村田重治を第二課長心得から林務課長に移して森林法立案を特命

し，鉱山局から法学士水野練太郎を山林局へ移して村田の補佐につけたの
であります。

村田重治は山林学校第二期の逸材で,5年後の32年に国有林野特別経営

事業を仕上げたことで有名ですが,彼はすでに'8年の在学中に当時の森
林法草案を大日本山林会の例会で批判し,23年愛媛大林区署勤務中に日本

経済会の募集に応じて「日本森林経済論」を投稿して1等当選し，賞金百

円を独得したことで認められていました。同論文はわが国森林および林政
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の現状から説き起こし，西欧の実情と比較照合し，政府の採るべき林業政注1：村田重治の『日本森林
経済論』臆明治24年9月大日

策と，それを体系づけるべき法制の構想を提案したものであります。本山林会報第,05号所戦,富

また,水野練太郎は25年法科大学卒の学士で,後年内務省土木局長とし謡鱸慨篭耀蕊
て治水事業新設などに活躍し，昭和初期には文部大臣をつとめています。・森林の地職･森林の法制．

このように役者は揃ったのですが,肝心の高橋仲次局長は後藤.齋藤の響蕊繍鰯磯
おめがね違いだったか,あるいはそのころから健臓そこねたのかはわか蝋惑撫靴鰯
りませんがこまめに出勤せず，いきおい立案作業は村田以下に委せられる中に書けたのは，よほどの勉

ことになりました。しかし村田は前述のようにすでに腹案をもっていた強家だったからであろう。
どうけみつゆき

ことでもあり,よい補佐者を得て(水野のほかに道家充之と但木橘二が総繍舞鐵蕊庭
加わっている)，順調に作業を進め，数カ月の中に法文の形を整えるまでいては,水野練太郎事務官と

になり倉した｡事態に変化が芯かつた葱らば,第一次森林法立案の栄誉は濯驚を雛野涛蕊
村田が担うことになったであろうと思われますが,突然起こった意外な政繕熱鰯劉磯禧
治問題の副作用で，彼はせっかくの作業を残したまま，数年間中央の舞台ついては多くを語っているの

にかかわらず逸史の中でも，
から退場の運命を余儀なくされるのであります。 前項の瞥籍の中の悩旧談で

後藤は25年に品川の選挙大干渉（第九話）で内閣が倒れた後に4年っも，この点についてはいっさ
い語っていない。自らは触れ

づいた伊藤博文内閣の閣僚だったわけですが，伊藤が詔勅による官吏減俸たくない無念な事柄だったか

と行政整理断行という非常手段で第一議会以来もめつづけて来た軍事費にらだろうと推定される。

対する議会の反対を終息させてしまったので,26年末からの第六議会の焦総繍撫蕊扉
点が汚職問題に向けられた結果,取引所法(26年3月)成立にからんで株式取よる。

引所から銀製コーヒーセツトが後藤大臣に，金時計が齋藤次官に贈られた注4：榎本武揚については，
ことが追及されて両者とも辞任に追い込まれ，その補充として大臣には榎加茂儀一『榎本武揚』中央公

論社，昭35等による

本武揚，次官には金子堅太郎が任命されました。この結果森林法立案スタ
注5：金子堅太郎について

ツフの態勢が見直されることになったのであります。
は，自叙伝『金子堅太郎』改

榎本は旧幕臣中新政府に登用された者の中では出世頭で，外務・逓信・造,昭17等による。

文部を合わせて入閣4回に及びますが，この時の3年間の農商務大臣が最注6：後藤象二郎,齋鯛嵯一

後のつとめでした｡彼は常に幕臣上がりの分をわきまえて,権力闘争には瀞灘凝繍時鵬
一切かかわらず，行政百般にわたるテクノクラートとしての能力を，大方社,昭36,による。

の求めに応じて近代国家作りに生かすという姿勢で終始したのであり，政注7：森林法を作るため,鉱

務の細部にわたる理解力は藩閥大臣の遠く及ぶところでなかったといわれ職轍腰耀を
ます。たとえば30年3月の森林法審査特別委員会で自ら中村弥六とやりは同じく緒だから縁がある

という素人感麓があったかも
合った入会論争は素人の付焼刃とは思われません。

しれない。北海道庁では初代

次官になった金子堅太郎は憲法制定の裏方の一人で非常に法制通であ林務課長を鉱山課長が兼務し

り，伊藤が榎本に配するに金子を以てしたということは，議会情勢鎮静化ている（第十一篭その3)。
の機会に産業諸般の法制を早急に整備する意図が動いたものとみられ，23

年以来，商務と共管の取引所法のほかには1本も成立していなかった農林

関係の法律が27～30年の榎本・金子体制のもとで10本も成立したのであ

ります。

金子は彼の法制整備プランの一つとして，山林局関係は森林法と定め，

就任早々からその立案と議会対策を熟考した結果’引継がれた態勢を不可林政総合調査研究所理事長

とみて一趣の人事措置柵し霞した｡以下はこれに闘穂軍奎頴?手束平三郎やりとりであります。
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鯛1回間伐を迎えた25年生スギ林分。適正
な密度管理が要求される

ことわ 生態学
17木を見て森を見ず

信州大学理学部教授

只木良化

「この大木，何年ぐらいでしょう？」よく

ある質問です。尊敬の意味での山師なら，か

なり正確に樹齢をいいあててくれますが，我

我ではそうもいきません。せいぜい高さと太

さぐらいから「200年かな」なんて答えてい

ますが，実際には伐って年輪を読む人もなく

「はあ，そんなものですか」といった具合で

すんでしまいます。冷汗ものですが。

商さや太さで樹齢をいうのは，まったくあ

てになりません。高さには土地条件がきいて

きますし，太さには土地条件によるほか，そ

の木がどんな経過で育ってきたか，その経歴

がものをいいます。孤立してきた木は，林の

中で育ってきたものより，年齢のわりには太

いのは当然です。

林の中で育ってきた木は，孤立木より短命

だといえましょう。集団で育つと，そこには

必ず隣の木との競争があります。そして，

閉鎖状態にあれば下枝は光不足で枯れ上がっ

てきますから，その樹冠は木の上のほうにだ

け着くことになります。歳をとり体が大きく

なるほど，その木の葉の量は木全体にくらべ

て相対的に少なくなり，ついにその1本の木

の生活を支えるのに必要な有機物量を産み出

せなくなると，その木は枯れていかざるを得

ません。これに対し，孤立木なら根元近くま

で葉が着いて，生産不足はなかなか起こりま

せんから，林内育ちは孤立木より短命になる

のだと思います。

集団状態は仲良く育っているように見えま

すが，競争の世界です。競争というものは複

数の生物の，栄韮・空間・光など共通の生活

必需物に対する要求量が供結量を上回るとき

に生ずる現象で，生物個体に悪影響を与える

のがふつうです。共通物の奪いあいですか

ら，種類の進うもの同志の場合よりも，同種

間で競争は激しくなります。兄弟血で血を洗

う争いです。

ある本数密度から出発した植物群落で，そ

の生育が進むにつれて本数が減っていく現象

はよく見られます。たとえば山火事あとにシ

ラカンバなどの雅樹が足の踏み場もなく発生

しますが，これが樹高10mぐらいに生育し

たときには，その林の中を人が通り抜けられ



るほどに本数が減っています。ha当たり数百

万本から数千本にまで本数が少なくなったわ

けです。

閉鎖群落の単位土地面積当たりの葉量が樹

種ごとにほぼ一定値を保つことは，以前テー

マとしました。いっせいに密生更新した場合

など，ごく幼時に閉鎖状態に達したときは，

極端にたくさんの個体がその一定葉量を分け

あうことになります。生育が進めば，おのず

から優劣を生じますが，この時優勢木ほど葉

のとり分が多くなるのに対し，劣勢木では葉

の分け前が少なくなる一方，光の条件も悪く

なりますから，その生長はますます衰えるこ

とになります。そして劣勢木はついに，持っ

ている葉だけでは自分自身が維持できなくな

って枯れてしまいます。

こうして，林の中では劣勢木から順に枯

れ，立木の密度は減少していきますが，この

ような自然の密度調節のことを自然間引きと

呼んでいます。したがって，群落をうんと込

み合った状態に放っておけば，その生長に応

じて自然間引きが起こり，群落はつねに最高

密度を維持しながら生育することになりま

す。この，もうこれ以上は詰らないという最

多密度と群落内の個体の平均の大きさとの間

にはきれいな関係が認められています')。

自然間引きは個体間の優劣があることで起

こるのですから,優劣のない群落,つまりどの

木も同じ大きさの林ならば自然間引きは起こ

りません。クローンの群落，同じ母樹から採

ったサシキの林などがそれです。かつて九州

の火山灰土で平たんな地形といった土地条件

も均質なところのサシキスギの林で，個体間

にほとんど差のない林を調査したことがあり

ました。どの木を伐倒しても，直径13cm,

樹高13m,生葉重13kg前後で,調査予定本

数を半分で切りあげたことを憶えています。

個体間に優劣がなければどうなるでしょう

か。自然間引きが起こらなければ，全個体が

一様に衰えてしまいますから，そこへ大風や

大雪が襲ったとしたら，その林は一度に全滅

の危険があります。これが共倒れと呼ばれる

現象です。強いものが生き残る弱肉強食の自

然間引きは，すべて平等の共存共衰？より苛

酷には見えますが，群落の制鋳には必要なの

です。

自然間引きが起こらない密度範囲ではどう

なっているでしょうか。生育条件や生育段階

が同じで，生育密度だけが連う場合を考えて

みましょう．原則的にいえば，生育密度が商

いほど個体相互の競争は激しく，個体の葉鐘

の分け前も少なくなりますから，個体の生長

は平均的に悪くなります。つまり，低密度の

ものと比べて，高密度では個体の大きさは小

さいのです"。ところが，単位土地面積当た

りの現存量や幹材積を比べると，低密度より

高密庇生育のほうが多くなります3》･

簡単にいえば，低密度生育は1本1本は大

きくなるが全休の収量は少ない，高密度生育

では全体収量は多いが1本1本は小さいとい

うことです。農業や林業は，その土地からで

きるだけ多くの収融をあげたいのですが，1

本1本があまり小さくては話になりません。

そこで,ある程度以上の大きさの個体で,でき

るだけ全休収量を得たい，という一見矛盾し

た目的実現のために，植付本数やその後の生

育にともなう間引きを考えねばなりません。

これが密度管理です。林業でも，上の密度

法則を応用して密度管理図が作られ，図上で

密度の取扱いの基準を検討していることは，

ご存知のとおりです。

「植栽密度が高いと生長が悪い」とか｢林が

込みすぎて生長がおちた」とか，よく耳にす

る表現です。ここでいう生長とは個体の生長

なのです。ところが,伐採する段になると「あ

の山から何百In8出た」とか「蓄積何百rn8」と

なります。ここでは，いうまでもなく森林全

体，土地面積当たりの収量をいっています。

最終的には全体量で評価するものを，途中

では個体で評価しているわけです。理屈がわ

かっての上でなら結構なことなのですが，時

には，密度が高くなれば収量が多くなるとい

うプラス効果を，個体生長というマイナス面

のみをみて効果を取り違えること，なきにし

もあらずです。「木を見て山を見ず」になら

ないよう，注意が必要です。込んできて個体

生長が落ちることは，じつは全体収量があが

ってきているということなのです。

~
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l)最多密度はつぎの

ように表わされる。

〃＝αⅣ－6

または，

logハ"=

-61og"+log"

ノWは平均個体正や平

均紳材秋，〃は単位

土地而職当たり本

数,α’6はその樅物

に固有の係数。ルは

3/2ぐらいになる。

2）餓争密度効果

1/ﾊ"=AN+B

〃Wは1）に同じ，

4,Bは生育段階に

よって決まる係数。

3）収激密度効果

1/1'=A+B/N

Yは単位土地面職当

たり収熾,JVIA,B

は2）に同じ。y=

M･〃であるから，

2）式からすぐ導け

る。
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’
一

標高1,519mの猪臥山をはさむよ

うなかたちで，山系の南と北に2つ

の小鳥（おどり）峠がある。たかだ

か10km前後をへだてて，なぜ同名

の峠ができてしまったのか。意外に

深いわけがあるかもしれないし，あ

るいはごく自然に，どちらかが分家

のような具合になったのかもしれな

い。徳川中期の『飛州志』は,収録46

の峠の’つに掲げてはいるが，「小

鳥峠川上郷牧ケ洞村ニアリ」とそ

っけない。いずれにしてもはっきり

しているのは，2つの峠が，神通川

水系の宮川流域と小鳥川流域を結ぶ

道筋のピークであること。正硴には

南の峠は，商山市から'股胤県大野郡

清見村牧ケ洞を経て同村夏厩へ越す

国道158号線の標高1,002m地点で

あり，北のそれは，吉城郡古川町畦

畑から大野郡浦見村を経て吉城郡河

合村舟原へ出る標高1,125ml地点で

ある。

峠は，人と人のなつかしい憧れ，

つながりの象徴であり，人間らしい

感情のとどろきを，人びとの刻々の

動きとともに感じた歴史をもつ，と

言ったのは田部重治氏であるが，北

の小鳥峠は，かつてその内側に青春

の一時期をもった私には，田部氏の

言う意味で「感情のとどろき」をし

るしてきた場所であった。

＊

この春の末，知人のはからいで念

願の小説『小鳥峠』(橋木英吉著）に

接することができた｡本の奥付には，

昭和19年2月15日初版1万部とあ

るが，私には,37年目にして初めて

出会ういわくつきの作品だった。

そのへんの事情については，古い

メモがある。「昭和18年夏，小鳥山

の立木調査で，しばらく大坪清二さ

んの炭焼き小屋に居候したことがあ

る。ある日，仕事から戻ると東京の

小説家が小屋を訪れていた。橋本英

吉氏の『小鳥峠』が文芸春秋に発表

されたのは，それからまもなくだっ

たように思う。すでに内容の記憶は

ないが，はげしい戦争の時代，一夜

をともにした静かで，それでいて石

油ランプの淡いぬくもりに似たこの

人の体温は，わたしの内部ふかく，

いまも残っている」（局誌『みどり』

昭36.5）

橋本英吉氏は一昨年の春，死去さ

れた。その新聞の小さな死亡記事を

みた時，私は身内の不幸に出会った

ような思いに沈んだのを覚えてい

る。そしてこの時を契棲に，まぼろ

しの小説捜しに本腰を入れようと決

めたのである。

長い間，大切な記号のように私は

橋本英吉氏と『小鳥峠』のことを忘

れなかった。文春の疑問はいぜん残

るとしても,B6版300頁余の本の

遁みは，そのまま18歳だった私の

証明として，30数年後のいま，よう

やくひとつの句読点が打てたように

思う。この本を捜してくれた林経新

間，三木記者のお骨折りと，貴重な

本を貸して下さった名古屋在住の作

家，江夏美好さんとご夫君の中

野茂氏に深謝するゆえんである。

『小鳥峠』の内容にふれる余裕は

ないが，北飛騨のある山村を舞台に

展開する村づくりの苦闘史とだけ書

いておこう。さらに前記大坪清二氏

は小説では大窪清三というふうにな

って，実在の人物が生き生き描かれ

ており，何よりも私には，重要な終

章が小鳥峠の開拓の椛想で結ばれて

いることが興味深かった。

＊

昭和19年の秋も私は，この山で

働いた。「山は上天気だ。チンチン

と響くは池本山林道を開く人達が，

岩に穴をうがつノミの音だ」という

同僚あての，手紙の書き損じが手元

にある。私たちは毎日，その穴に仕

掛ける発破の音を聞きながら，ブナ

林の収謹調査に汗を流した。手紙に

は，意外と戦争の暗さは見当たらな

いけれど，伐木挺身隊とか製炭報国

とか“時局”のかげが山のすみずみ

までおおい，緊急伐採のブナ材は高

山市の工場へ直送され，強化木（積

層材）に加工すると軍用機の補助タ

ンクなどに仕上げられていた。その

ころはまた，峠から飛騨古川への長

い道は，木炭迩ぴの小学生の列がえ

んえんと続くのだった。翌20年3

月，私は兵隊にとられ海を渡った。

現役半年，シベリア抑留4年の

鯉･霧林｡人 岡村誼
(名古屋営林局広報室）

私の小鳥峠



‘‘つとめ"を終え，再び営林署へもど

る24年の夏，小鳥山は戦後の復興

用材生産の多忙な日々を送っていた

し，製炭埜地のあった峠のあたり

は，すでに開拓局へ移管され，外地

引き揚げの数戸の開拓農家が伐採跡

地の開墾に苦'州していた。

北飛騨から名古屋へ移ってから

も，この山について，私はいくつか

のルポルタージュを「みどり』に書

いている。それらはむろん，私自身

の粗雑な感悩のメモにしかすぎない

が，この山の開発の端緒にかかわっ

た者のひとりとして，国有林の仕事

や生活を通して，山の移り変わりを

みつめたかったのが，いつわらざる

水心である。

「ll鵬に立つと，北アルプスは白い

虹となって3月の紺青の空に架か

り，それに続く無数の山のうねりが

あった。たしかに山の生活はかわり

つつあった。仕事の仕組みや方法，

そのための道具や宿舎や道，いずれ

もがまちがいなく良い方向へ進んで

いる，と思う。国有林だけでなく，

貧しい開拓地のなかでも，そのこと

を見とどけることができた。たとえ

ば分教場の校舎が建ち，電燈がとも

り，牛が増え，ほんの少しとはいえ

米もできる。しかし，心配は絶えな

い。たしかに良くなった，といって

も，日本全休との比はどうなのか。
そり

冬の真夜中，町まで3里の峠道を橇

で運ばれる病人の耐えがたい嘆き。

そのように疎外されたこころの問題

は一・山の生活はもっともっと良

くならねばならない」（局誌『みど

り』昭36．3）

戦中戦後,20年間にわたって読け

られた営林署の直営生産事業は，39

年度を妓後に終了し，製品事業所は

剛鎖した。一方，36年には16世帯
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迷い込んだ伝書鳩と5人の分校生

（昭和36年3月6日・小臘山分校で）

62人を数えた小島山商原開捕協同

組合は，その後7年にして消え去る

ことになる。商喚綴済成長にほんろ

うされる山の推移を予見すること

は，私には到底できなかった。

＊

42年12月13日付の朝日新聞(名

古屋本社版）は“消える”シリーズ

のトップに「山の分校」を取り上げ

ている。降りしきる粉雪の中で，小

鳥山分校を閉鎖する三島栄一先生の

印象的な写真を掲げ「|淵拓地には，

いま老夫婦一世帯だけしか残ってい

ない。この老夫婦も年が明ければ離

農の手続きをとるという。そうすれ

ば分校は廃校の連命」と書いた。

三島先生の閉鎖したままの分校

を，私はずっと後の夏の終わりに訪

れた。人の背をはるかに越す雑草の

中に，校舎はすでに朽ちはじめてお

り，破れた窓をのぞくと，見覚えの

ある小さな教室があった。そこに数

人の子供たちの婆を猫くこともでき

た。「先生は初め1年生のえい子さ

んに教える。おてだまが6コありま

す。あか4コ，しる2コ－げんき

なえい子さんの声がひびく。こうし

てクラスごとに5人の教育がすすめ

られる。まいにちまいにち’それは

繰り返される」と譜いた子供たち。

この分校の前身は寺小屋式の民家

だった。昭和27年，当時中学生だ

った北平圭子さんは後にこんな手紙

をくれた。「小鳥が自由にさえずり，

木々が青々とおいしげる，そんな小

鳥であってほしいのです。1年’年

変わってゆく小鳥山の婆を見なが

ら，フト淋しい気持ちにすらなるの

です。でもそのたび，はり切ってい

る兄を見ながら，これでいいのだと

自分に言い聞かせています」と。

それにしても，組合長だった北平

さんの兄さんをはじめ開拓の人たち

は，どういう思いをしながら山を離

れ，峠を下っていかれたのだろう

か。散りぢりになったこの人たちが

一昨年だか，山へ集まり旧交を暖め

たという話を聞いた。峠の辻にはい

まも，小さな地蔵堂がある。それだ

けが30数年前と変わらぬ峠のしる

しのように見えるのである。

（次I劇は拠聞氏担当）



ナメコ栽培における針葉樹のこ

屑の利用（第2報）－のこ屑

の散水堆積処理

北海道・林産試沓沢敏ほか

林産試験場月報No.341

1980年6月p.12～14

散水堆職法による前処理を施した

針葉樹のこ屑（カラマツ，エゾマ

ツ，トドマツ）を用いてナメコの栽

培を行ない，収醗をナラと比較し，

また1日の散水鉦および散水期間に

ついて検討したものである。

以下，供試材料と試験方法，結果

と考察に分けて述べている。結論と

して，

(1)328mm1日散水と621mm1

日散水では，効果に差がなかった。

(2)散水堆潰は，各樹種について

は効果はあったが，2カ月以下では

栽培水準の収量は得られなかった。

（3）エゾマツ，トドマツは，散水

堆積の効果が著しいが，過剰処理が

存在することも考えられる。カラマ

ツは，エゾマツ，トドマツに比べ散

水堆積の影響を受けにくく，のこ屑

の改善が遅れる。

秋田スギ人工林における等限界

直径線の二，三の性質

北海道・林試菊沢喜八郎

日本林学会誌62－6

1980年6月p.234～237

等限界直径線とはある直径階以上

の木の本数と材職を示す線であり，

収量一密度図上で当初右上がりの，

ついで垂直から左上がりのいわば双

曲線に類似した曲線となるものと推

定される。この想定は，トドマツ人

工林における比較的長期間にわたる

観察例によって確かめられたもので

ある。

等限界直径線が地位や間伐によっ

てどのように変化するかを知ること

ができれば，収種予測などに利用す

るうえできわめて有効なものとな

る。すなわち，従来の収稚予測では

林分全体の本数，材積や平均値の予

測値を与えるだけであるが，この方

法によれば，各直径階ごとの本数・

材稜を予測しうるとしている。

結論として，林分の生育期間を通

じて限界直径以上の本数に最大値が

存在し，これは地位や間伐によって

不変であると考えられるが，現実林

はこのような最大値に到達する以前

の若い林分である。したがって，作

業によって限界直径点を等限界直径

線のより右上の位置に早く到達させ

うるならば，目標直径以上の木の生

産を高めることは可能であるとして

いる。

現代の林業労働問題を考える

－需給関係を中心に

林総研森巖夫

林材安全No.376

1980年6月p.3～7

林業労働力の存在形態は，林業生

産力の規定要因として決定的に重要

な役割をもつ。現実に，わが国林業

の今日の縮小停滞傾向は林業労働力

の質と量の両面における危機的状況

の一因となっていることは疑いない

が，これからの林業労側力の需給関

係はどうなるか。これは林業労働問

題の一局面にすぎないが，日本林業

の行方を展望するうえでも欠かせな

い課題であるとして，今日的関心を

集めている林業労仙力の需要と供給

をM)ぐる問題を中心に述べている。

結論として,10～15年後において

造林と伐出を合わせた総供給量は

5,000万～6,000万人日となるが，

総需要鼠と対比すると差引き2,000

万人日程度の供給不足となる。した

がって，この労伽供給通を前提とす

れば，植伐事業の実行は計画より2

～3割縮小することとなるし，計画

どおりの事業を実行するにはかなり

積極的な労働力対策を誰じなければ

ならないとしている。

造林事業と除草剤一下刈り作

業の改善

下呂営林署山嶋喜－

みどりNo.291

1980年3月p.33～39

造林事業に従事する基幹作業員の

平均年齢は50歳，数年後の機械使

用者は十数名になる。最近の特殊健

康診断結果によれば，腰術や指のし

びれなどを訴える人がでており，

年々，高齢化する中で，従来どおり

の作業方法でよいのだろうか，とい

う観点から，除草剤の職種的活用を

訴えている。

まず，下刈り作業における生産性

低下の要因を究明し，さらに刈払機

にも多くを期待できないとして，除

草剤の職種的活用を述べている。当



署の場合，ヒノキ造林地では急激な

ササの枯殺でなくササの生長を抑制

し，造林木に必要な受光量を確保す

ればよいとして，特殊下刈り（下刈

りを6～8回実行しても，生育が悪

く，さらに保育が必要な場合，実行

する作業）に除草剤(TFP10錫粒

剤）を使用している。散布時期の幅

が広く，満3年間は抑制効果があ

り，遅効性で薬害がないなど好成果

が得られている。

電熱利用稚苗生産法

福山指導区中分金太郎

ひろしまの林業No.352

1980年7月p.10～11

高冷地での育苗の最大障害である

気象条件を克服するため，魑熱を利

用して優良な稚苗を生産して，一床

苗の山行率の向上に成功した赤木

功氏(神泊郡油木町)の例が紹介され

ている。

水稲育繭器（電熱利用）を使ﾊjし

て発芽促進するもので，20～30｡C

で2～3日加温し，取出し後すぐ拙

種，被覆はトンネル状とし（カンレ

イシャ）その上にシートを掛ける。

潅水の必要がなく，いっせいに発芽

するので管理しやすいが，被覆を二

重にするため，経費は多少商くな

る。

日本林業近代化への提言一国

内林業を活性化するため

住友林業山崎完

林経協月報No.225

1980年6月p.2～7

わが国の林業は新しい試練に立ち

向かっており，この時期の適確な対

策が，20～30年後に訪れようとし

ている国内森林資源の成熟化と，木

材供給安定時代のための大きな礎と

なるに違いないとの認識のもとに，

林業が木材の生産流通があっての産

業であることをふまえ，来たるべき

国内林業活動期のため，いま必要と

される林業家内部の基本的な経営姿

勢について提言している。

以下，わが国林業事情の観点，林

業経営近代化への指針（木材自給体

制の必然性，林家の実態と経営近代

化対策)，流域林業から都市林業へ，

について論述している。

安全な架線集材作業をめざして

－簡易引寄せ金具の考案

薮原営林署巾崎栄和

機械化林業No.319

1980年6月p.47～50

当署の事業地は，伐採面積が小さ

くなり，傾斜の急な山腹における伐

倒，集材，トラック搬出など，一連

の作業仕組はより複雑となってき

た。こうしたことから，林道沿線ま

での災材作業は，従来の「谷渡し架

線」から脱皮した架線技術が要求さ

れ，さらに，労働災害防止のため作

兆球城の整州改善群いっそうの対応

が迫られている。

そこで，安全で能率的な集材方法

をめざす一・方法として，卸土場にお

ける喋材･線下作業の排除を目的とし

た「引寄せ金具」を考案して試用し

たところ，好結果を得たものであ

る。

木材需給の将来と木材工業

日本合板検査会繁澤静夫

木材工業No.400

1980年7月p.12～18

木材需給の変化とそれに対処する

わが国木材工業の進むべきみちにつ

いて解説している。

以下,ilt界の森林資源，世界の木

材利用とその見通し，わが国の木材

需給の長期見通し，木材工業が対応
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を迫られる木材供給の変化，木材加

工業の対応，について述べられてい

る。

緑の国勢調査一第2回自然環

境保全基礎調査より

環境庁日下部甲太郎

グリーン・エージNo.78

1980年6月P､17～23

日本の国土の自然が，どのような

状況にあるのか，科学的，客観的に

把握しようとして,48年度に自然環

境保全法にもとづいて「自然環境保

全基礎調査（通称,"緑の国勢調査"’

5年ごとに実施)」が行なわれた。

2回目の調査が53年度と54年度

に，第1回の実績をふまえ，より広

範かつ詳細に行なわれた。以下，そ

の概要が説明されている。

育林技術の三要素

高知・林試入交幸三

高知林友No.613

1980年3月p.9～17

“良い林”を造るには，3つの大き

な要素があるとして，品種，適地，

密度管理の3つをあげて，実証的に

解説している。

○保田克己：林業国際化への対

応

山林No.1154

1980年7月p.4～20

○米田公生ほか：マツの樹液よ

り検出された線虫捕捉菌

（英文）

日本林学会誌62－6

1980年6月p.227～229
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農林鶏
主要木材の短期

需給見通しを発表く林野庁＞

林野庁は，今年7～9月期，10～

12月期におけるわが国主要木材の

需給見通しについての概要を次のと

おり発表した。

＜国産材（丸太)＞

国産材の大宗をなしている製材用

工場入荷戯は,7～9月期，10～12

月期を通じ，前年同期を若干下回る

程度で推移するものと見通される。

なお，合板用工場入荷髄は，7～

9月期,10～12月期とも前年|司期を

やや~ド回るものと見通される。

＜輸入材＞

1．米材

米材の丸太については，7～9月

期は，商水準の港頭在庫量を反映し

て輸入量が前年同期をかなり大幅に

下1回Iるものの，港頭出荷量も住宅着

工の低迷等の影響をうけて低水準で

推移すると見込まれるところから，

港頭在庫量は引き続き高水準のまま

推移するものと見通される。

また,10～12月期においては，港

頭出荷量，輸入量ともに前期よりさ

らに減少し，低水準のまま，双方お

おむね見合う数量で推移するものと

見込まれることから，需給関係は緩

和基調が続くものと見通される。

製材品については，4～6月期に

高水準の輸入が続いたことから，港

頭在庫量が大幅に増加したが，7～

9月期,10～12月期には，港頭出荷

量，輸入量ともしだいに減少するも

のと見通される。

2．南洋材（丸太）

7～9月期においては，輸入趣

は，前年同期が高水準であったこと

もあり，かなり大幅な減少となるも

のに見通される。

一方，港頭出荷量も，製材jM,合

板用ともに，住宅着工の動|剛を反映

してかなり減少すると見込まれるこ

とから，港頭在庫量は引き続き商水

準で推移するものと見通される。

また，10～12月期においては，港

一=一
?①｡ 三』尭咋才も叫℃’1両、P＝0．中 “弓｡bョ℃､、

職 裁…

拡大造林推進の一

翼を担う公社造林

林業（造林）公社は，旧薪炭林地

域等自営造林の進み難い地域の拡大

造林を計画的，集団的に推進するこ

とにより，森林資源の充実を図ると

ともに，国土の保全，山村地域の振

興等に黄することを目的として昭和

公社造林の推移

’ 人工造林而職

民有林

45年度

46

47

48

49

50

51

52

53

資料：林野庁業務統計

ha

268,559

255,511

225,850

200,146

179，584

170,205

162，730

156，364

145，673

公 社｜民有林Iこ
§鋤答

uQG 1凸予､■ ソ･－ゥ勺･〃滝・僻・I”、や 、1，．台‘0戸｡，←qu

民 有林

33年長崎県対馬に設立されて以来，

現在までに33府県37公社を数えて

いる。

公社による53年度の人工造林面

職は19,216haで，このうち拡大造

林面積は17,68411a(民有林におけ

拡大造林面載

’公社 民有林に
占める割合ーーー■‐画一

’



頭出荷量，輸入量ともに低水準のま

ま推移するものと見通される。

3．北洋材（丸太）

7～9月期には，輸入量は，引き

続き前年同期を下回るものの，前期

に比べれば，季節的要因もかなり回

復するものと見込まれる一方，港頭

出荷鎧は，前年同期をかなり下回る

ものと見通される。

また，10～12月期には,港頭出荷

量を上回る輸入鎧が見込まれるとこ

ろから，港頭在庫量はしだいに増加

するものと見通される。

4．ニュージーランド材（丸太）

7～9月期，10～12月期を通じ

て，輸入通および港頭出荷量は，前

年同期を下回るものの，双方おおむ

ね見合う水準で推移するものと見通

される｡

ー■口司－－7剣.一'0ー…や一F~＝~~～…ー･町1

る拡大造林面職の14％）となってお

り，民有林の拡大造林に占める比重

は年々商まっている。

このように公社造林は，造林資金

や自家労働力の不足等により，拡大

造林を行なうことが困難な森林所有

者に代わって拡大造林の推進に大き

な役割を果たしている。

しかしながら，公社はいまだ伐採

による収入が皆雌であるため，公社

の事業資金は輔助金や農林漁業金融

公庫，府県，市町村等からの借入金

によっており，このうち直接事業費

の約6割が農林漁業金融公庫からの

借入金によっている。この傾向は，

保育而職の増加や支払利息の増加に

より，今後とも続くものと見込まれ

ることから，主伐収入が得られるよ

うになるまでの資金淵達が今後の公

社運営の課題となっている。

I
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＝

三今年7月から滋賀県ではいよの界面活性剤の洗浄作用を援助三
＝二

三

言いよ琵琶湖富栄謎化防止条例が する助剤とが含まれています。三
二＝

二二
＝

言発足しました。この界面活性剤自体もいろいろ三
三この条例は琵琶湖の富栄蕊化公害面で問題があるのですが，三

三

三を防止するため，リンを含む家とりわけ肋剤として使われてい三三
言庭用合成洗剤の販売.使用を禁るトリポリリン酸のリン分が篇三
舌＝ 三

一栄養化をもたらす主役です。曼三止するものです。

三富栄養化とは,閉鎖性の水域邑植物性プﾗﾝｸﾄﾝが栄養源三雲 三
薑で下水や工場廃水･農業廃水なとして摂取するのは一般に窒紫言

妻寡麓麓撫栄蝋墓墨撫鰯雲
言くる現象です。そうなるとそれより大きいのでリンがさらにど菫
＝ 二二

妻琴瀧駕灘養禦ﾂ麓懸鴛這
言します｡これらの生物は,枯死れる傾向にあります｡もっとも三
＝

霊蕊鰯繍海化駕麓鱒撫鑪
三するので，栄謎塩類は減少する素の添加が制限要因となってい三
＝

三ことなく蓄職がすすみます。こるそうです。
三

三農地からの栄縫塩類の流入が過が，その錘は見方をかえると，三
言度となり公害をもたらすケース琵琶湖の富栄養化を止める限界三
三 ＝

三が増えています｡上水道のろ過量超過分の約4,5劉に達する三
三障害，飲料水の水質低下，水産との報告があります。それだけ三
三 二

言生物や魚類の減少などです．に合成洗剤の規制の効果はかな菖
三富栄謎化防止策としてまず合り大きいといわれています。三

言錨剤の使I唯止…は愈避も｡とも合蝋瀧荊謹ｽ#,ブ警
臺か？市販の洗瀬用の合成洗剤したからといって琵琶湖の水質三
薑には,界面活性剤といって水にがすぐによくなるとは期待でき三

識隠鰯繍熟駕麓撫灌
＝

量れやすくし,繊維についた油類すし,現在までに蓄積しつづけ言
三をとり込んでしまう性質をもつた窒素やリンの影響がかなりあ三
＝ 三

三化合物を主成分とし，さらにことまで残るはずだからです。三
三
二二

＝

現代用語ノート言
＝
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－

酌嬢:.I錘錘蕊謹蕊謹醗藻暦騨 本書は木材需給・価格分析をライ

フ・ワークとする著者が，わが国に

「木材供給過剰」時代が到来すると

の予想を示し，林業関係者に発した

警告であり，問題提起の爵といえよ

う。

著者の前著『木材市場の展開過程』

は木材流通論の埜準的な著作として

「教科書」的位置を占めてきた。し

かし，その書かれた時点に制約さ

れ，昭和40年以前の時期に言及が

とどまっていたことや，何よりも発

刊部数が少なく，現在では入手困難

であることから，現状まで含めた改

訂版の発刊が各方面から望まれてい

たところである。

本書は前著の単なる改訂版ではな

く，戦後期に視点を限り，それを国

産材主体の段階(節2章)，過渡的段

階(第3章)，外材主軸の段階(第4

章）に区分したうえ，各段階の需給

と価格動向を明らかにし，その要因

分析をとくにわが国林業とかかわら

せて行なっている。とくに第5．6

章においては，過去の分析を将来に

投影することによって，今後の木材

需給の長期展望と，それを前提とし

たわが国林業の向かうべき方向に言

及している。

その主張は一今後の木材需要は

パルプ材を除いて大幅な増加は見込

まれない。それに対し外材供給は総

体として漸減傾向にあり，国産材供

給は広葉樹材では減少するが‘|梨樹

材は激増する。このため，これまで

の需給ひっ迫の常識と反し，供給過

剰となり，価格も横ばい，または反

落気味に推移しよう。したがって国

内林業においては対外材，対代替材

間および国内産地間競争の激化が予

想される。しかし現在の国内林業の

対応はきわめて不十分で，「長伐期

化」や「良質材化」などを目指すこ

霊珊語研

赤井英夫著

木
材
需
給
の
動
向
と
我
が
国
林
業

水中撮影した海藻の写真といっても

病とおりそうだが,実はｽギ赤枯病菌

季
赤顔籍鵜聴麓懸瀧

篶溌溌
菌灘霧鱸謀鰯

スギ赤枯病菌は明治30年代に罹病性

外来針蕊樹（ギガントセコイア，ラクウ

ショウ）の病苗とともにわが国に渡来し

た侵入病害と考えられる。クリ，ニレ，

ストローブマツなど欧米での導入病害に

よる惨害をみるにつけ，赤枯病がスギ苗

木の全滅を招く災厄であるとはいえ，こ

の時代を薬剤防除で乗りきれば，あとは

抵抗性がでて破滅にいたらずに済むこと

は，わが国林業にとって大きな幸いであ

ったというほかはない。

（零:#難蕊場蕊羅撰呼）

爪 日本林業澗査会

東京都新宿区市谷
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とによって，総じて供給篭の減少傾

向をもたらし，そのことが林業生産

の衰退を助長している。今後は発想

を転換して効率的な国産材，とくに

「並材」の大量供給システムを地域

ごとにつくり上げねばならない－

と要約されるであろう。

このような主張は，当然ながら木

材需給にかかわる緒要因の多面的で

詳細な分析を経て引き出されたもの

であり，その立祇盗料としてまとめ

られている数々の図表はそれ自体と

しても，非常に工夫されているだけ

に貴重である。

著者の主張には大筋として異論は

ないとしても，そこに至る論理には

問題もまた多い。それは諸要因の多

くが羅列的な提示にとどまり，諸要

因相互の連関が必ずしも構造的に明

示されていないことにもあるであろ

う。

もっとも，それは「供給過剰｣，

「伐り惜しみ」など，あえて価値判

断を含む表現を用い提示されること

と相まって，関係各屑の議論をいや

がうえにも触発する効果を与えてい

る。たしかに現状は「良くわかる」

ことよりも，それぞれが考え，議論

し，それが結果として各層の主体的

行動となり，現実の変革につながる

ことこそが重要である。ここに本書

の最大のメリットがあると思われる

のである。

（京都大学農学部教授・森田学）

《rご筐萱刎

コモン・センス

ではそれぞれの分野で共通のよりど

ころとされているものがあるようだ

が，少なくとも学界外の技術者の間

ではないようである。種々の打ち合

せの場でも，基本的な用語の定義を

互いに確認し合わなければ，いつま

でも議論が噛み合わない場合がしば

しばある。また，「どうあるべきか」

ということについても，相手は当然

自分と基本的に同じ考えであると思

い込んで話を進め，ずいぶん進んで

から同床異夢であったことに気が付

くこともよくある。意志伝達の効率

がはなはだ悪いのである。

このような認識が私だけのもの

で，私の不勉強に由来するのであれ

ば論外であるが，林業技術者のコモ

ン・センスを広げかつ深めることに

よって我々の林業技術者としての仕

事がより円滑に進み，社会的な発言

力も高まるのではないかと思われ

る。このためには，面倒ではある

が，過去の林業技術者の仕事を常に

振り返りながら新しい仕事を進める

こと，特に，当たり前のことを何度

も「発見」しないこと，コモン・セ

ンスになっている事と，そうでない

事を峻別し原理に立ち戻った求心的

な検討を行なうこと，過去に行なわ

れた大きな政策，試験等を評価・分

析せずに放置しないことなどが大切

であろう。このような仕事の場とし

ての『林業技術』誌の役割は大きい

と患われる。（ちい）

林業技術者のコモン・センスにつ

いて考える。コモン・センスは「鮒

識」と訳されているが，もう少し含

みを持たせて，「共通的了解事項」

ほどの意味で用いたい。外国語の乱

用は良くないが，トマス・ペイソの

有名な同名の著書も原語の標題のま

ま訳されていることからも，良い訳

語がないようである。林業技術者で

あれば，だれでも同じ考えを持つよ

うな考えをコモン・センスと呼ぶこ

とにする。具体的には，「日本人の

生存にとって，概ね現在の森林面較

を維持することは必要である」とい

った，森林・林業についての見解お

よび森林・林業についての科学技術

的な種々の知識などであろう。

林業技術者がコモン・センスをど

れくらい持っているかを考えると，

他の分野に比べて，かなり少ないか

あるいは基盤が軟弱であるように感

じられる。過日，高名な経済学者の

講義を聞く機会を得たが，他の学者

の学説を批判する時に，「ケインズ

の名に於いて私は…･｣，「そんなこ

とはケインズのどこを探しても書い

てないっ／」などの言い方をするの

には驚いた。また，文科系統を専攻

し，社会人となった人たちの論議

も，そのような形でどんどん進むこ

とが多く，コモン・センスの広さが

感じられる。

林学の分野でも，優れた理論，テ

キストは古今東西数多くあり，学界

山
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ブナ林天然更新技術の共同研究を

－特にブナの発芽・生育
に関する実験に関して－

“倉田益二郎・”籍山寺喜成

た。しかし，渡辺さんは若くして去

られこの望みは断たれた。

その後，菊池捷治郎（山形大名誉

教授）が精力的にブナ林の施業に関

する調査研究を続けられ，今日に至

っているが，私どもは教えられてき

たこと多大である。菊池博士の研究

は,施業経営(経済)上に重点がおか

れており，子苗が存在している林地

に人力を加えて，ブナ林に導くこと

を主なねらいとされているようであ

る（本年4月25日，菊池さんの宇都

宮市内自宅を訪問しご示教を得た)。

ところで，私どもは自昭和52年

～至同54年の3年間，環境庁委託

による「自然公園内における法面緑

化埜準に関する研究」を担当し，55

年3月に完了した。この仕事を終え

て最も強烈に感じたことは，結局は

その場所本来の郷土植物の直播によ

って，森林を復元することが終局目

的だということである。

そして，ブナ林であるべきはずの

林地になぜブナの子苗が存在しない

ことがあるのか，また，以前にブナ

林であった所をいかにしたらブナ林

に戻すことができるのか，などに疑

問をもったままである。

この意味において，ブナ林の天然

更新技術の確立を今後の迩要課題と

すべきであると考え，昭和53年か

らブナ種子の発芽，および子苗の生

育に関する実験に着手した。

さて，その結果，注目すべきもの

があるので，そのう．らの2，3につ

いてお知らせしたい。

実験結果

その1発芽実験

A.まかれた時の種子のおかれた

状態で，発芽，不発芽の巡命が決ま

る。つまり胚部が上方に位置すれば

種子の吸水が阻止され出芽・着地が

困難となる。また，胚部が下方の場

合には，芽は出るが，幼根の伸長は

見られない（図・1)。

B.種子が土や落葉などによって

湿潤に保たれていないと発芽，定着

が不能となる。

以上のAおよびBのごとく困難ま

たは不可能な原因が除かれるか否か

によって，発芽，定着と枯死消滅の

別が生じる。

その2庇陰実験

庇陰区（ネットおよびラブグラス

草生）と裸出区別に，苗畑およびポ

ット内に播種した実験の結果による

と，両地区ともによく発芽（87～88

％）し，現准（55年4ﾉ』）も生長を

続けている（写真･1，写真･2)。

はじめに

広葉樹のうち最大の蓄積をもつブ

ナ林は，自然保謹をめぐる世論の中

で，国土保全，環境保全や景観保全

_上に大きな役割を果たしている。こ

れと同時に，木材資源としてもブナ

林地およびブナ材は深い関係をもっ

ているが，現在の天然林は老齢化

し，枯死消滅の段階に入りつつある

ものが少なくない。

しかし，残念ながら，ブナ林に関

する調査，研究は極めて少なく，特

に，現実の積極的な施業法に直接結

びつく実験はさらに少ない。

したがって，かつてないほど緊急

に要求されてきたブナ林の天然更新

技術の研究に目を向けるべきであ

り，なかでも，ブナ種子の発芽，子

苗の成立とその生育に関し，薙礎的

で実用的な実験を行なう必要が揃

感4)される。

私とブナ天然更新とのかかわり

昭和13年刊行の『ぶな林の研究』

（渡辺福寿署）を，私（倉田）は菌

害回避更新説に関する研好)に先立

って読んで大きな興味を髄え，この

好著に続いて，ブナ林の天然更新に

関する諸種の実験的研究を期待し

図･1播種の置床と発芽状況（山寺）

a,bは正常な発芽・発根を害する
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写真･3子苗の食害状況(1980.4写）

ゾマツ，アカマッ，クロマツなどの

場合，ほとんど子苗の初期に立枯病

によって群状的に，同時性的に枯

死，消滅することが明らかにされて

いる。

このタイプの樹種は，いわゆる陽

樹と呼ばれるもので，倉田はこの樹

種の天然更新の成否は菌害回避認）

によって説明し，そして，この子苗

時期の立枯病が回避できれば，その

樹種の天然林の成立は可能であると

説明づけてきた。

しかし，ブナでの実験では，前説

「その4」の食害例を除いて，立枯

病による子苗の枯死は，これまでの

ところほとんど発生していない。つ

まり，これまでの主要造林樹とは異

なり，ブナでは（病害によるものも

見逃せにはできないが)，多くの場

合，現場では子苗の消滅は1～5年

生の長期にわたり，特異なタイプに

属するといえる5)。

このことが，実はブナの天然更新

技術に関し，最も注目に値する点で

あるまいか。

技術確立は実験を経てこそ

これまでブナ子苗の発生，消失な

どに関する現地調査は多くの研究者

によって実行され，かなりのことが

わかっている2),8〕’5〕。

そこで，これからはこれらの諸調

査を参考にして，種子の発芽から子

苗（1～5年生）の生育，枯死に関

し，名方而から基礎的実験を根気よ

，、写真･1耐陰陽性

実験の一部(A)

（1980.4写）

写真･2草生地での

耐陰陽性実験の一

部(B)

（1980.4写）

い。つまり，種子が何かによって被

覆されない所では天然林が存在しな

いとされるようである。

このことは前項の「その1」の実

験結果と符合する。

これに対して，掻起こし作業によ

って子苗がよく発芽した報告がある

のは，覆土されやすい状態になった

がためとも理解できそうである。

その2庇陰と発芽

これまでブナは陰樹なのか陽樹な

のかを断定できるほど厳密な実験は

行なわれていない。かりに陽樹であ

るとしても，庇陰下でも生育してい

る例が報告されていることから，か

なり耐陰性をもつ樹種と考えてよい

ようである。今後さらに強い庇陰区

で実験の要がある。

その3主な実験のまとめ

これまでの実験または観察では，

キリ，ヤシ.1,ブシ類，カラマツ，ェ

その3土の種類別実験

やせjと肥土に大別しての播種実

験では，両者にこれという差はみら

れない。つまり，どれも発芽率87.5

～88.5影，および生存率84.8～

91.4%である。これは，当年生の子

苗の大部分が立枯病によって消失し

なかったという重要な事例を示して

いる。

その4f#iの食害

苗畑で行なった播種実験区のうち

の4区では子前（1年生，前高10

cm)が地際で切断された(30*/

m2)。専IMj裳の鑑定は未済であるが

根切虫（ビロードコガネムシ）の食

害と考察している（写真･3)。

私どもの実験と従来の調査との関連

その1種子の覆土

ブナ天然体の分布地はほとんど平

たん地に近い所であり5>，土の少な

い急斜地や乾燥地には極めて少な
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く行なうべきであると思う。

これまでのように，いつごろ，何

本枯れたか，苗高何cmのものが何

木あるか，など，結果だけを追って

いるだけでは解決には結びつかない

と思う。

というのは，いつどのようにし

て，何の原因によって消失するのか

が実証確認されねば，根本問題は解

決されないからである。そのために

は，原因と予測される諸種の項目ご

とに，それを立証するに足る実験に

取り組まねばならない。

これまでの私どもの実験では，前

述のいくつかの事例が立証された。

なお，さらに諏々の実験（特にネズ

ミ・ウサギなどの食害に関する）に

よって明らかにする必要がある（日

大,FI塔教授および片岡教授と懇談

の機会を得た)。そして，その実験

から得られた原因に対応し，その防

止または1I11避処理をすることによっ

て，ブナ林の天然更新技術を確立し

たいと思う。

おわりに

ブナの天然更新技術の確立は，環

境保全，自然保謹への対応と同時

に，ブナ帯の林業的活用のため，今

日，私たち林業分野の者に課せられ

た最も腫要な課題の1つであると信

じる。

この解決には，何よりもまず，組

織立った研究体制を造り，効率的に

研究を推進する必要がある。そのた

め，林業，林学に関係ある省庁・

ルオ・拭験場・学会．および大学の研

究者のご理解をいただき，協力して

この課題に職極的に取り組まれるこ

とを願ってやまない。

（畷雛蕊鑪授）

参考・引用文献

1）倉田催二郎:I胤害僻避更新輪，日本
林学会誌,VOL.31．昭和23年

2）鮒田・宮川外；新しい天然更新技術

－ブナの新しい天然更新技術，創

文，昭和46年

3）菊池捷治郎：プナノキ天然林の皆伐
一天然生育に関する天然更新論的研

究，山形大学紀要第6巻鰯3号，昭

和47年

4）菊池擁治郎：ブナの祇子を粥くに

は，川内営林署刊行物

5）青森営林局：ブナ天然林施業法の解

説，昭和48年

(注）以上のほか長年貴重な研究を発表

されている片岡博士（日大）をはじめ

多くの諸先達方の文献をあげなかった

ことをお許し願います。

サクラのてんぐす病防除法

てんぐす病枝の切除法

最近全国各地のサクラに衰退現象

が認められるようになってきたの

で，林業試験場では昭和52年度よ

りこの原因・防除法などを究明する

ことになり，同場保謹部樹病科，東

北，関西，四国の各支場および木曽

分場の樹病菌類研究者が，この研究

を共同ですすめているが，雛者はこ

の研究の中で，長野県はもとより全

圃的に激しい被害をあたえているて

んぐす病について，椛病枝の切除試

験を実施し，この方法である程度本

病のまんえんを防止できると思われ

る2，3のデーターを得ることがで

きたので，この概要を参考までに申

しのべる。

1．てんぐす病の病標徴

はじめにこの病害の病徴，標徴に

ついてふれておく。この病害は，サ

クラに葉の少ない溝蕊期のほうがわ

浜武人

かりやすいが，枝の1部がこぶ状に

ふくれ，ここから多数の小技が叢生

してほうき状となる病徴を示す（写

真･1参照)。なおこの小枝の葉は健

全葉より早くひらき，またほとんど

花をつけるととがなく，6月ごろに

なると病枝の葉は葉縁部から黒変し

て裏側にまき込み，この部分は灰白

色状になって早期に落葉する。

2．てんぐす病の切除試験

昭和52年4月から5月にかけて，

木曽福島町周辺のサクラ（ソメイヨ

シノ）てんぐす病発生木（平均樹齢

約15年）25本をえらび，これに発

生しているてんぐす病を病患部よ

り,0cm,10cm下部,20cm下部，

30cm下部,40cm下部,50cm下部

の6段階に分けて切除を行ない，こ

の切除部付近の再発状況を調査して

みたが')，この試験の1年後および

写真･1サクラのてん

ぐす病（病態部直径

約3m)



43

会員の広場

(昭和53年結果）
’

(昭和54年結果）
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2年後の再発状況は図・1のとおり

であった（写真･2a～f参照)。

すなわち，切除約1年後には0

cmおよび10cm下部の切除木に一

部発病が認められたが,20cm下部

以上で切断したものには碓病木の太

さ（今回の供試木の太さは1～7

cm)に関係なく再発が認められな

かった。切除約2年後には10cm下

部の切除木に1本発病が追加された

が,20cm下部以'2で切断したもの

には約1年目の調査と同様再発は認

められなかった。また切除試験を実

施して3年しか経過していないの

で，これから再発するものがでてく

るかもしれないが，今までの結果で

は，てんぐす病は罹病部より20cm

さがった部分で切り落せば防げるこ

とがわかってきた。

全国各地の公I熱，城跡，道路など

で使われているサクラへ広くまんえ

んしているてんぐす病に対し，既述

したような病枝の切除を行なえば，

サクラは生気をとりもどし，美しい

花がみられるようになると思われ

る。なお，筆者はこの切除試験を4

～5月に実施したが,これは11月か

ら3jlごろまでの落葉期に実施した

ほうが病巣の発見が容易である。ま

た切口に癒合剤（トップジンMペー

スト他）を塗布すれば，腐朽菌の侵

'
′
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写爽・2サクラてんぐす病枝の切除試験（52年4月実施木の約2年後の状態）
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p.14,昭和53年7月

2）浜武人，滝沢寿，西沢松太郎：

長野県下のサクラのてんぐす病発生擬

況の罹病枝切除の効果,林業技術No．

408,p.39～41,昭和51年8月

3）林康夫，陳野好之：サクラ枝切り

痕の巻込み試験，林業と薬剤No.64,

p.1～4,昭和53年6月

体の1/8)を占め，以下水害,風害等

と続き，’70年代の天候特性に照応

している。

’60年代と比較するといずれの災

害も減少し，’70年代は森林災害の

面では相対的に低位安定の時代であ

ったといってもよい。

しかし，この低災害化への道程が

端的な災害面積の減衰トレンドとし

て示されるものでないことは図・2

にみるとおりで，防災対策が一定の

寄与はしているとしても，主な原因

は異常気象の低水準に求められよ

う。

3．’80年代の森林災害

森林の災害は，異常気象等自然条

件に大きく影響されるが，同時に森

林自体の状態一樹種，林齢，仕立

て方，手入れの程度等によって，被

害の態様，程度，被害額等大きく変

動する。'80年代は戦後の拡大造林

推進により，急激に増加した人工林

が順次幼齢の域を脱し成熟期へ近づ

く時代である。この段階における施

策の課題の中心は，産業活動一木

材･利用の面からは形質の向上とフロ

ーの澗整に，また公益的機能の面か

入をほぼ防止できることもわかって

きたので2),8)，あわせてこの方法の

実施もおすすめしておく。

（林業試験場木曽分場）

参考文献

I)浜武人：サクラの主要病害防除，

昭和53年度林業試験脇木曽分場年報，

'80年代の森林災害の考察

－近年の異常気象に関連して

末満宗治

’80年代の日本の天候の適確な予

測はまだ得られないが，(1)太陽黒

点数は'80年代のうちに極小期を迎

えることは確実である。この位相で

は従来寒冬・豪雪・冷夏・豪雨等の

異常天候が発生しており，今度も何

らかの異常天候の可能性が強い。

(2)世界的な気候の寒冷化に伴う異

常天候は'80年代も引き続くであろ

う。日本が低温と少雨が多いかどう

かはわからない。(3)35年のブリュ

ックナー周期から'80年代のうちに

日本は多雨期に向かうであろう等い

くつかの情報2)が注目される。

’80年代の日本においても異幣気

象の増加傾向が現われる可能性を否

定できないのである。

2．，70年代の森林災害

’70年代のわが国の民有林におけ

る森林(立木)災害は図・1のようで

ある（'79年は未発表につき推定)。

すなわち被害区域面積計約50万11a,

実損面積換算約23万1,aである。災

害種類別に，実損面積でみると，火

災が1/3，気象災害が2/3という比

率であり，気象災害の中では，雪害

が1位で約1/2を占め,2位が凍害

であり，この計が気象災害の約3/4

に達し，’70年代は寒候期災害とし

て特徴づけられる。一方暖候期災害

の中では干害が約1/2（気象災害金

1．近年の異常気象

森林の生長に関与する自然力の中

で口常の変動が大きく，不規則なも

のは気象であり，異常気象は森林に

大きな影響を及ぼす。

近年異常気象が増加傾向にあると

いわれ，人工林の成熟期に入る'80

年代には，その対処に重大な関心を

払う必要があると考えられる。

気象庁の報告'》によると，(1)近年

の異幣気象は数-'一年～百数十年に1

回程度の現象とみられ，大きい変動

が続いている。(2)近年上空の気流

は南北流型が多く，高温や低胴，多

雨や少雨という極端な天候が共存し

地域差が大きい。(3)一般に異常低

温と異常少雨の発生回数が多い。(4)

30年来の北半球の寒冷化傾向は続

き，’60年代は高純度，’70年代は中

緯度で顕著になった。(5)日本の平

均気温は'60年代は低下し'70年代

は平年値になり，少雨期に変わっ

た。(6)太陽黒点数や気候変化の周

期性からは寒冷化傾向が続くと予想

されるが，人間活動のため寒冷化は

和らげられることも湾えられる。（7）

社会描造の襖雑化に伴い気候変化と

人間活動の関係は広純でかつ相互に

影響し合う等多様化してきたので，

気候変化について洲査と対策が必要

である等が指摘されている。

万 ha

被
害
区
域
面
積

１国１実
損
面
積
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面

積
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図．1'70年代の民有林の森林災害

資料：林野庁業務統計
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抜木的拡充である。災害補償制度

は，林業においては極めて不十分で

ある。人工林の成熟期を迎えるこの

段階から，林業においても災害補償

制度の重要性が高まり，同時に森林

腿備等の施策の担保としても，それ

は欠かせないものとなろう。

戦後30年に及ぶ人工林拡大の推

進施策により，いまや基本的に造成

された林業におけるストックの保持

とブローの調整による安定経営を指

向する論8)があるが,資本の論理と

しても，相互補償による危険の分散

（分担）は積極的に肯定されなけれ

ばならないであろう。

では，どのような具体策があるだ

ろうか。

ひとつの試案であるが，一定程度

人工林化の進んだ地域を中心に，地

域住民（森林所有者）の話し合いに

よって集団的林業災害補償地域が協

定され，その地域の森林の大部分が

森林災害共済または森林保険のいず

れかによってカバーされることとな

る場合は，その掛金（保険料）を負

担能力の現状から相当程度減額する

謹度を設け，火災や気象災などの災

害のリスクを分散させ，一方これに

よる共済者または保険者の実質的収

入減は政府等が補てんし，将来の林

業発展による政府等資金への還流に

期待するという施策が考えられる。

こうすれば相互補償一自助の原則

に立脚しつつ，災害による経済的ダ

メージをカバーし，早期復旧など将

来の発展に資することが期待される

のである。

（林野庁森林保全課）

図･2森林気象災害の発生

傾向（年次別実損面職）

資料：林野庁業務統計
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異常気象の規模については適確な予

測はできないが，諸般の状況から森

林の林齢（齢階）別の事故率は'70

年代の水準を下回る可能性はほとん

どないとみて大過ないであろう。い

ま民有林の人工林について，その林

齢分布等を考慮して，’80年代の災

害(火災および気象災)の発生を,'70

年代の平均のレベルを下限とし,'60

年代と'70年代の20年間の平均の

レベルを上限として設定し，その被

害額を試算してみると，’80年代の

10年間の被害総額は，おおよそ

3,800～5,700億円程度と見積られ

る。これに対応する'80年代期央の

民有林の人工林の総立木価額はおお

よそ24兆6千億円と見積られるの

で，金額事故率は，年1.55～2.33

%0となる（価絡時点はいずれも'80

年現在時価)。

ちなみに，同様の手法で，'80年現

在の民有林の人工林の総立木価額

は，おおよそ20兆円（誤差1割とす

れば18～22兆円の範囲内）と見秋

もられる。

このように，防災技術の向上を見

込んでもなお10年間に5,000億円

程度の損害の発生のおそれが強いと

すれば，その対策が真剣に考究され

てしかるべきであろう。

4．のぞましい対策

現状で，必要かつ可能な対策とし

て考えられるのは，災害補償制度の

らはバランスのとれた諸機能の向上

におかれ，具体策として除・間伐，

枝打ち等の保育の遅れの克服，林道

網の整術推進等のための助成の強化

が打ち出されている。

森林の現状は，保育一森林整備

の遅れが広範にあり，施策はいま緒

についたばかりで，しかも人手不足

等もあって小まめな手入れが困難な

こと等から一度に強度の間伐，枝打

ちを行なうといった傾向もみられ

る。このような森林整備の遅れは災

害に対する抵抗力を弱め，また一度

に強度の間伐，枝打ち等を行なった

森林もその直後では災害に弱いこと

は経験的にも知られている。したが

って，災害対策をよりいっそう考慮

した保育一森林整備が行なわれる

必要があり，森林を災害から守る技

術一防災技術の向上，普遍化がの

ぞまれる。

しかしながら，気象災害に限って

みても，異常気象のもたらす破壊エ

ネルギーの大きさは，森林の通粥有

する許容力をはるかに超えるもので

あり，防災技術には限界がある。そ

して森林災害は人工林の成熟ととも

に，被害額を増大させ，経済活動と

しての林業を衰退に落とし入れるお

それがある。しかも災害発生のと

き，ところはいまだ予測できないの

である。

前述のとおり'80年代のわが国の

引用文献

1）気象庁（1979）：近年における世界

の異常気象の実態調査とその園､見通

しについて(Ⅱ）

2）朝倉正(1980):'70年代の天候，

’80年代の天候気象No.275

3）佐竹五六（1980）：'80年代の林政

林経協月報No.220
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第27回林業技術賞ならびに

第14回林業技術奨励賞についての予告
本会は，林業技術の向上に貢献し，林業の振興に
功績があるものに対し，毎年林業技術賞ならびに林
業技術奨励賞を贈呈し表彰しておりますが，各支部
におかれましては本年度の受賞候補者のご推せんを
56年3月末日までにお願いいたします。

なお，『林業技術徴』は次の各号の一に該当し，
その技術が多分に実地に応用され，また広く普及さ
れ，あるいは多大の成果をおさめて林業技術向上に
貢献したと認められる業績を表彰の対象としており
ます。

1．林業器具・織械設備等の発明考案またはその
著しい改良

2．最近3カ年以内における林業技術に関する研

究，調査の報告または著作

3．林業技術に関する現地実施の業績
『林業技術奨励賞』はつぎの各号の一に該当する
もので現地実施における技術，もしくは調査研究ま
たは著作の内容が，とくに優秀であって，引き続き
研さんすることによって，その成果が大きく期待さ
れる業績を表彰の対象としております。
1．林木育種ならびに育前に関する最近3カ年以
内の業績

2．森林施業ならびに空中写真測量に関する最近
3カ年以内の業績

本賞は，その結果を毎年5月に開催される総会の
席上発表し，表彰を行ないます。

第27回林業技術コンテストについての予告
本会は，わが国林業の第一線で実行または指導に
従事して活離している林業技術者が，それぞれの職
域において，林業技術の業務推進のため努力し，そ
の結果，得た研究の成果や貴重な体験等について具
体的にその事例や成果を発表するために，『林業技
術コンテスト」を開催しております。そして審査の
結果，林業技術向上のために効果があり，成績が優
秀と認められた方を毎年総会の席上表彰しておりま
す。

（1）担当区主任，事業所主任またはこれに準ず
る現場関係職員

（2）林業改良指導員(AG)あるいは，都道府
県有林機関の現場主任またはこれに準ずる現
場関係職員

（3）森林組合その他団体，会社等の事業現場で
働く林業技術員

本年度は，昭和56年3月末日までに各支部より，
ご推せん方お願いいたします。

|協会のうごき’

◎華B連合大会

日本林業技術協会東北，奥羽支部

連合会総会をつぎのとおり開催いた

します。

期日8/21～22

場所岩手大学農学部

本部より小畠専務理事が出席の予

定。

◎講師派遣

愛知県林業研修所の依頼により，

つぎのとおり識師を派通した。

講師技術開発部

主査技師若森邦保

日時7/9～11

内容航空写真について

◎職員の海外派遣

①国際写真測量学会総会につぎのと

おり派遣した。

氏名抜術開発部若森

期間7/12～8/1

場所西ドイツ，ハンブルグ

②外林会主催の中国林業視察団に

本会よりつぎのとおり，本会職員を

派遣した。

氏名宮下，藤田，小林

期間7/14～25

③フィジー林業開発調査のためつぎ

のとおり派遣した。

氏名福森，渡辺（宏）
7/28～8/13

山田，白井，山下，
加藤（仁）7/28～9/10

今井7/28～8/26

．入会案内

林業技術の進展をはかり，林業従

事者の経済的，社会的地位の向上に

資するためにより多くの方々が入会

されることを願っております。会員

の皆様，本会を林業技術者の唯一の

団体としてより充実したものにする

ため，未入会の方々の入会をお勧め

下さい。

＜昭和55年度本会会費＞

一般正会員年額2,500円

学生会員〃1,800円
特別会員（甲種)一時金

60,000円以上

特別会員（乙種）年額6,000円

外国会員〃3,000円

◎会費納入のご依頼

本会会蛮の納期は5月末日までと

なっておりますので，未納の向きは

納入下さるようお願いします。振替

用紙を5月号に挿入してあります。

昭和55年8月10日発行

林業技術
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■9月新刊

林業マンのための

補助｡融資｡税制全科
《55年度・全面改訂版》監修林野庁420頁2,300円(〒200)
53年の初版につづき、装いも新たに54年度及び55年度の斯規1jf業を網縦した全面改訂版。「森林総合幣
備事業｣、「|副産材産業振興資金」等をはじめ「新･林業術造改善1$業｣、『林業地域総合轆伽蕊業」等の新
規事業を詳細に解猟し、大項目には新たに「地域林業の振興」を加えた林業関係者の必携書。

木材需給の動向と 日本の造林百年史
我が国林業林政総合協議会編2,500円〒200

赤井英夫著2,000円〒160これからの造林の在るべき姿を与え探るために我が国
の造林事業と造林施策の移り変りを部門毎に記述した。木材需給を展望し、今後進むべき熊水的方向を示す。

森林資源論研究-その経済鮒ｱプQ-チー立木幹材積表
160"B*"1,200萩野敏雄著1,800円〒1601,200円〒160

西日本編r森林資源｣とは何か。著者の永年の研究成果を典録し1,200円〒160
た我が国初の『森林資源論｣。55年度日経・経済図書文 林野庁計画課編
化賞候補優良図書

林道災害復旧工法事例集
間伐のすべて 日本林道協会編2,500円〒共
一牛産から搬出･加工･販売まで－

坂口勝美監修，,000円〒20,濡慨鶚親潔職篭驚読離
現場の人達にもわかり易い、権威者による平易な解説。及び図面をII,心に示した設計業務の為の実務必挑書。
本書は従来なかった川上から111下までの一撤した著述。

労務管理論《改訂最新版》 林道規程･解説と運用
1,500円〒共

片岡秀夫著,,000門〒20,鰯媛鱸ついて遮条解説した,億_の"醤。
振動障害対策や国有林の常勤制など、ここ数年の変化好評に応え再版なる／
を踏まえた待望の全面改訂版。

日本林業成熟化の道林道災害復旧の手引
地域林業の主体をどう形成するか林野庁林道課監修2,200円〒共

北川泉編著2,300円〒200災害の発生から復旧の完了までの手順をわかりやすく
日本休業の現実を具体的に解き、日本林業が発展して 系統的に解説した手引書。

ゆくための新たな爽践的論理を導きIIIした話題の好著。林業経済論一木材価格と流通一図解日本め森林。林業
片岡秀夫著1,800円〒160同編集委員会編1,200円〒160
林業界・林産業界の最大の関心事であるr木材価格論」図と解説とで日本の森林・林業の現況と問題点、今後
ともいうべき待望の書である。

の方向をとらえることができる。

図説造林技術独和。和独林業語彙
造林技術研究会1,500円〒160大金・中里他編2,500円〒160
造林技術全般に亘る写真と図によって、目でみる他にすべての研究者が待望していた、戦後初の画期的な独
類をみない造林技術解説書。和・和独語菓。

XX日本林業調査会
〒162束京都新宿区市谷本村町28掘替東京6-98120a(03)269-3911番
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伐出技術を考える 上飯坂実・大河原昭二・神崎康一・共著
新書判/180頁/¥1200/〒120

林業に活力をもたらすためには機械化が有力な手段となるが，
本書では現代の機械化の問題点を摘出し将来を展望しながら
機械化とは一体どういうことなのかという基本的な問題を答
えるヒントを与える。

夏目正・著／新書判／248頁/¥1200/〒120
数表の一部を取りかえて設計の_上で使い易くした。林道の榊
造，設計，施工、工事事務の取扱い方を簡明平易に解説して
あり、初めて林道設計にたずさわる人びとの良き手引書であ
る。

梅田三樹男・編著／新書判／266頁/¥1200/〒120
計画，実行，合理化，盗料の4篇からなり、これらを細分し
て，計画の立てﾉ了，伐木造材，集迩材法，合理化，作業研究，
撤益分岐点，各稚功程表，作業量，素材規格等を実際にそく
して解説している。

中尾英俊。著／新書判／230頁／￥1200／〒120
林業に関する法律齊が殆どないところから，大学の林科学生，
職場で林業にたずさわる人びとのために苫かれたもので，49
年の初版以後法改正のあった部面を書き改めて再版したも
のである。

林道設計 〔改訂7刷〕

伐出作業 〔改訂4刷〕

林業法律 〔改訂2刷〕

農林出版株式会社
東京都港区新橘5－33－2／電話(03)431-0609･3922/振替東京5-80543
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<申込方法＞

●弊社の最寄の営業所にご連絡いただければ標定

（必要とする写真の選定)のうえ、日本地図セン

ターに取次いたします｡

●弊社には地区と写真とが対照できる標定図(地

区名、コース名、写真番号等が記載される地図）

を取り揃えておりますので併せてご利用ください。

｢カラー空中写典｣は国土庁とI玉|土地理院の協力に

より、国土利jn計画の基礎となる国土'|宵報轆備事

業の一環として計画的に搬彩してい･るものです。

この｢カラー空il!写真｣が広く・般に利用できるよ

うになり伽日本地図センターの刊行で販売されて

います。弊社はその販売取次店としてご指名を受

け、多数の『|:'込みをいただいておりますので是非

ご利胴ください。
取次店

豚[薊株式会社きちと
本社〒|60東京都新宿区新宿2-7-ITel(03)354-0361

●東京営業部TELO3(350)0641･03(350)0701●大阪支店TELO5(772)1412●四国営柴所TELO878(34)3351●札幌支店TELOII(631)“Z1●旭川出張所TEL

O166(47)2271●松本営娯所TELO263(富6)8708●新潟出張所TELO252(43)2325●埼玉支店TELO488<24)1255●策波謹鍵所TELO298(51)8171●砿浜営業所

丁ELO45(662)8765●名古屋支店TELO52(822)5121●北陸営業所TELO762(23)0691●広島支店TELO822(53)7761●島根出張所TELO853(23)2383●山口出
張所TELO835(24)'582●福岡支店TELO92(271)0797●熊本溌窪所TELO963(82)6947●北九州蛍難所TELO93(951)3351●㈱沖縄きもとTELO988(58)5612

●(槻東北きもとTELO222(66)0151●隅東北さらと青森出張所TELOl77(77)7148

面測量器
‐’

斜新しい時代に、新しいタイプ｡の…
唱建 ●本器の特長TRs-a''Q¥ssgp94 ｊ

ｊ
し ケース付付勺

鯛､#‘．』農零
ヨT画＝三三,『●･￥S

林野での山地の斜面,林道の横断測量

林道および鉄道軌道両側の測鐘

考古学地質,断層崖の測撒

ii'l)IIの堤防の斜面測量

宅地造成のいろいろな斜面測塗

その他あらゆる斜面測量にご利用下さい．

篭鴬蹴|患測塗}響扇榊作“
●ご一報あればカタログ進呈いたします。
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社団法人日本林業技術協会屯
マ

ド

調

』

〒102束京都千代田区六番町7

a(O3)261-5281(代表）

振替東京3-60448
闇

ラ 空

斜面測量には，いろいろ地形的な

悪条件が伴ないます．本器により，

測量の省力化と悪条件を克服？
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